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子ども達に日々関わっていらっしゃる、認定こ

ども園・保育所・障害児施設・児童養護施設・里

親関係・医師の皆様のほか、行政関係（厚生労働

省、地方自治体のこども家庭福祉ご担当、児童相

談所、教育委員会など）、大学関係、学生、一般

企業、報道関係など、幅広い分野からご参加いた

だきました。 

 

ご来場いただきました皆様、 

開催にあたりご協力くださいました皆様、 

ありがとうございました。 

 

研究会の活動を広く知っていただき、着眼する課題および提案を共有するために 

シンポジウムを開催いたしました。 

 

日本の子どもの未来を考える研究会 

第２回シンポジウム 

テーマ『すべての子どもが日本の子どもとして 

大切に守られるために』   

～子ども・子育て施策・社会的養護施策・障害児施策の垣根を越えて 

妊娠期からの包括的支援と青年期までの機関連携・ 

子ども家庭福祉のあるべき姿を考える～ 

 

平成 30 年２月１0 日（土・祝）13：00～16：15 

会場 ： 日本財団 ２階 大会議室 
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＜総合司会：光真坊浩史＞ 

皆さん、こんにちは。本日は連休の初日、多くの皆さまにお集まりいただきまして、心から感

謝申しあげます。ただ今から、日本財団助成事業『日本の子どもの未来を考える研究会』第 2 回

シンポジウムを開催いたします。はじめに、本研究会座長の柏女霊峰先生から、この研究会の趣

旨等も含めまして、ごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

＜柏女霊峰＞ 

 皆さん、こんにちは。 

 

＜会場＞ 

 こんにちは。 

 

＜柏女霊峰＞ 

 年度末の週末の慌ただしい時期に、お集まりをいただきまして、本当にありがとうございまし

た。『日本の子どもの未来を考える研究会』の座長をさせていただいております淑徳大学の柏女

と申します。今日は、私たちの研究会の調査研究の報告の一端をご披露させていただこうという

ことで、こうした会議を始めさせていただきました。この研究会は、日本財団から助成を受けた、

社会福祉法人麦の子会、北川副座長が、平成 28 年度に開始した研究事業とともに誕生をいたし

ました。子どもに関するわが国のさまざまな施策が、保育あるいは子育て支援、さらには社会的

養護、障害児福祉というふうに、それぞれバラバラに展開してきている、それを何とか横断的、

包括的にしていくことができないだろうか。それによって、全ての子どもたちを切れ目なく包含

できるような、そんな子どもの福祉をつくることができないだろうか。そんなことを目的にして

この研究会を始めることにいたしました。 

 実務家の方、それから元行政官の方、さらには研究者など、志を一つにする人たちが集まって、

調査研究を続けております。子ども・子育て家庭に関する包括的な支援をしていくために多くの

実務家が今集まっていますので、実務家同士で集中討論を行い、あるいは全国の区市町村に対し

て、どのような仕組みを作っていったらいいと考えているのかについて質問紙調査を行い、さら

にはご回答いただいた自治体の中から、包括的な支援あるいは切れ目のない支援に積極的に対

応していこうとしている自治体に対して、援助面からあるいは制度面からインタビューをさせ

ていただいております。 

 今日はその先駆的な実践が行われているネウボラについて研究をされてらっしゃいます高橋

先生をお迎えして、諸外国の実情について学ぶとともに、私たちが実施をしました質問紙調査や

インタビュー調査の成果の一端をご報告させていただき、さらには研究会のメンバーで、それぞ

れの分野で他の分野とつながりたいと願いながら実践をしている実務者の方のシンポジウムを

させていただき、そんな中から皆さま方と一緒に考えていくことができればと思っております。 

 私たちの活動自体は小さな団体の小さな一歩にすぎませんけれども、今年度、昨年度に続いて
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こうしたご報告会を開かせていただくことになりました。『日本の子どもの未来を考える研究会』、

文字通りそうした会議になることを願っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

ありがとうございました。本日の流れをご説明させていただきます。今回のシンポジウムにつ

きましては、3 部構成で構成されております。まず高橋先生からの基調講演、次に市町村アンケ

ート／インタビュー調査の分析報告をさせていただいた上で、シンポジウムへと進みます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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基調講演               

 

「子どもと子育て家庭を包み込む 

『地域の実家』を目指して」 

～フィンランドのネウボラから学ぶ～ 

 

 

髙橋 睦子（たかはし むつこ）氏 

吉備国際大学教授 （福祉政策論） 

 

経歴  

京都出身。大阪外国語大学デンマーク語科卒業。外務省勤務（語学専門職、本省勤務及び在フィンラ

ンド大使館書記官）の後に研究者へ転身。フィンランド国立タンペレ大学で日本人として初めて博士

号取得（社会政策）。宮崎国際大学（1996-2000 年）、島根県立大学総合政策学部（2000-2006

年）を経て、2006 年度から吉備国際大学勤務。現在、同大学大学院社会福祉学研究科長・教授（福

祉政策論）。主要著書：『ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援』（かもがわ出版、2015 年）、

『離別後の家族関係を問い直す』（共編著、法律文化社、2016 年）、『オープンダイアローグを実

践する』（共著、日本評論社、2016 年）など。 
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⼦どもと⼦育て家族を包み込む
「地域の実家」を⽬指して

〜フィンランドのネウボラから学ぶ〜

⼦どもと⼦育て家族を包み込む
「地域の実家」を⽬指して

〜フィンランドのネウボラから学ぶ〜

髙橋睦子 吉備国際大学

2018年2⽉10⽇（⼟）
13:05〜14:05

⽇本財団 2階 ⼤会議室

日本の子どもの未来を考える会 第２回シンポジウム

概 要
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総⼈⼝
5,509,984⼈ (2017年9⽉末, 速報値）

⼈⼝密度 16.2⼈/km2

⾸都： ヘルシンキ Helsinki / Helsingfors
バイリンガル：フィンランド語とスウェーデン語

人口は国土の南西部に集中人口は国土の南西部に集中

フィンランド共和国

2017年：計３11クンタ

（本土295 + オーランド16）

311のクンタのうち,
「市」（”city”）は107.

⾃治体の⼈⼝規模(2015年12⽉)：
最⼩は Kaskinen 1,285⼈
最⼤は Helsinki 628,208⼈

北欧の福祉国家

市町村自治体が大きな役割を担う

kunta/クンタ :「福祉自治体」

半数以上の⾃治体は, 
⼈⼝規模6千⼈未満
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「健康で⽂化的な⽣活」 への公共投資
⼤⼈にも⼦どもにも！

例）
学校教育（就学前教育から⼤学まで）授業料は無料。

（ただし, ⼤学ではEU圏外からの留学⽣は有料）

充実した図書館は, 市⺠の書斎としてよく利⽤されている。

公園・児童公園の整備を含む、住環境と⾃然の調和を⽬指す都市計画。

⽣涯学習（市⺠学校）やスポーツ/健康増進施設も廉価で利⽤できる。

⼈を環境に合わせるよりも環境を⼈に合わせる.

ネウボラのエッセンス

妊娠初期から就学前にかけての, 利用者中心のひとつながりの子育て家族支援

- 全員に個別対応（テーラーメイド）
- かかりつけの担当者・専⾨職（助産師, 保健師）
- ワンストップ（１か所で⽤事を済ませられる）
- 「対話」- 本⼈の⽬線・傾聴と応答：信頼の基盤

ネウボラとは「制度」であり「地域拠点」そのものの名称でもある. 
neuvo アドバイス・助⾔ （上から⽬線の指導や介⼊ではない）

ヘルシンキ市が出産・こどもネウボラを紹介する動画を作成。
日本語のナレーションもついている。（保健師, 助産師, 医師）

https://www.youtube.com/watch?v=z5mkMlwqMiE

 出産・⼦どもネウボラ （みんなが利用）

 家族ネウボラ 特定の課題リスクへの早期対応（18歳未満の未成年者のいる家族）
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ネウボラ とは「地域の実家」

誰もが行くところ – 間口は広く, 敷居は低く

安心して専門家に相談できるところ

 親になる準備（子育てへの助走）をサポートする（自分の子育てについて・
親としての自己イメージ形成）

 妊娠・出産・子育ての正確な基本情報, 社会保障・支援サービスの情報

 カップル関係・親子間コミュニケーション, 家族の関係性発達へのサポート

 リスクの萌芽を摘み取る「対話」: リスク予防・早期発見と早期支援

 子育て不安、母乳、家族（カップル・親子）関係、親の自己像、家計状況、

産後うつを含むメンタルヘルスなど

• 妊娠・出産や子育てを個人や個別の家族まかせ（自己責任）
だけに委ねない, 

• 専門家の丁寧な「かかわり」

ネウボラでの, 専⾨職と利⽤者の関係性

専⾨職だからこそ

“ネウボラおばさん”

親たちも⾃⾝, 幼い時に保護者とネウボラに
通った経験があり, 

ネウボラの専⾨職は, 「やさしく頼りになる」⼈
として認識されている
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出産ネウボラ
（保健師または助産師）

社会保障・地域事務所

子どもネウボラ（保健師）
０〜６歳の子, 母 （＋父, きょうだい）

学校保健

子どもデイケア, 就学前教育

父父

出産病院

妊婦
（母子）

母親手当（育児パッケージ
または現金支給）

妊
娠
の
確
認

健
診
受
診

証
明
書

母親手当申請

妊婦検診
(健診+相談支援) 
+ 親教室 母母 子子

きょう
だい

市町村自治体
（主な運営主体）

定期健診・発達相談＋予防接種自宅訪問

（保育・幼児教育一体）

（義務教育）

妊婦
（母子）

産科病院・クリニック

妊
娠
の
届
出

小児科病院・クリニック

母母 子子

市町村自治体

母子健康手帳
+ 妊婦への受診券の交付

妊婦健診
+ 親教室

妊
娠
の
確
認

出産

父

定期健診＋予防接種

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 妊娠・出産・子育て期での

ひとつながりの支援
[対話と信頼]
ワン・ストップ拠点
出産・子どもネウボラでは
同じ専門職（主に保健師）が対応

[現状]
医療モデルの影響が⼤きい

健診・観察・問診/発達検査

保健所・県

連携：子の発達状況・家族関係

日

本

日本とフィンランドの対比
©Takahashi2016

・産後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
(自宅訪問・電話)

・新生児訪問／
全戸訪問

市町村自治体

・乳幼児健診(集団)
・育児相談･教室
・地区組織活動支援

(市町村支援)

・各種医
療費助成 児童相談所

(市町村と
連携･協働)

学校保健

（義務教育）保育園
幼稚園
こども園

日本

医療モデル主流

⼀般的な⼦育て⽀援・相談のスタン
ス： 「困ったことがあったら/困っ
たら・・・」
（客待ち – “困り果ててから” 「実
は」、事後対応、重篤化しやすい）

リスクや⽀援ニーズ「特定」に重点

⽀援の制度に利⽤者が適応すること
が前提

ともすれば、親・⼦育て家族は⽀援
の「対象」（お客さん扱い?）

守秘義務の課題 （児童保護などでの
障壁）

「10代の妊娠」 「望まない妊娠」の
問題は未解決!

フィンランド
生活モデル、定期的な健診での面談
「この頃/今どうですか?」

（対話による状況把握、連続性 – 予
防・早期⽀援. 早期⽀援は「初動」に
左右される）
個別の⽀援ニーズに⽀援者側が適応
（個別の利⽤者のニーズに即して、サ
ポートを組み⽴てる/テーラーメイ
ド）
利⽤者が主役： ⾃分の状況・⼦育てに
ついて⾃ら語る⼒をつけていく（保健
師は伴⾛者）

個⼈情報と児童虐待・DV: 個⼈情報
保護法に安全確保を優先する規定：
「⽣命が脅かされる状況では同法の限
りではない」
「10代の中絶」 -世界的に最も少な
い（学校での保健・性教育の定着, 学
校保健師の配置）

©Takahashi2016
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低出⽣体重児出⽣率* （％） 2009-2013年

国 名 低出生体重児
出生率 (%)

フィンランド 4
アイスランド 4
ノルウェー 5

スウェーデン 5
オランダ 6

ニュージーランド 6
英 国 7
ドイツ ７

イタリア ７

米 国 8
日 本 10

出典： UNICEF 世界⼦供⽩書2016 （⽇本の最新値（2018年）は9.4)

低出⽣体重児出⽣率
出⽣児の体重が
2,500グラム未満の
乳児の割合.

乳児死亡率の低さだけでなく, 
妊娠期の⽣活の質が
先進諸国での課題

医療とともに
「⽣活」モデルが重要

初動と継続性が予防的な早期支援のポイント

「日本でもハイリスク家庭に絞って支援を行うが - - - -」
「全員に定期的に直接会わないで、⼀体どうやって
ハイリスク家庭を⾒つけるのですか？」

「わざわざ何度も面談しなくてもよさそうなものだが- - - -」
「妊娠初期から就学前にかけての時期のどこかで,どの家庭
にもなんらかの問題や躓きが起こるという想定のもとで, 
継続的にモニターしています!」

「日本では保健師など専門職を配置するための
予算確保が難しい - - -」
「予防的な⽀援の強化（予算配分の変⾰）によって,
実際に,事後対応コストそのものを下げられます！」

Tuovi Hakulinen さん

(2016年3月来日）

フィランド国立

保健福祉研究所THL
ネウボラ研究総括部長

（2017年11月再来日）
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何を「コスト」と考えるのか？

児童虐待による社会的な経費や損失は、

⽇本国内では2012年度で少なくとも

年間1兆6000億円にのぼるという試算も

発表されている （Wada et al. 2014）

情報提供： 友⽥明美 教授（福井⼤学）

5.3 5.1

3.1

1.3
0.81 0.77 0.66

0.44 0.36

0

1

2

3

4

5

6

同
年
代
1
0
万
⼈
あ
た
り
の

虐
待
死
亡
者
数

1944年
ネウボラの制度化

15歳未満の⼦ども10万⼈あたりの虐待死亡者数の
推移（1921-2010年, フィンランド）

©Takahashi2015

ネウボラに加え、
⼦どもを尊重する各種の改⾰と啓発

⼦どもへの体罰の禁⽌（1983年, ⼦ども保護法）
保育についての⼦どもの主体的権利（1980年代）
⼦どもの意思表明権の明⽂化（共和国憲法改正,

1999年）
⼦どもオンブズマンを政府機関として設置（2005年）
養育計画策定での⼦ども⾃⾝の参画の保障（2008年

⼦ども保護法改正）
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フィンランドの「⼦育て⽀援」のバージョンアップ

⼤⼈のワークライフバランスにとどまらず
⼦どもの健全な成⻑・発達が最優先課題に

• 1980-1990年代の⼦育て⽀援
⼤⼈たちの働き⽅に対応した結果としての
「⼦育て⽀援制度」の多元化 （⼤⼈の都合）

• 21世紀の⼦育て⽀援
⼦どもを中⼼に据えた⼦育て⽀援へのシフト

フィンランド：生後９か月頃まで, 乳児は親と在宅
1980年代半ばから1990年代末にかけて
「子育て支援制度」の多元化

親休業後の親/養育者の選択肢（子どもは生後約９か月以上）

⾃治体の保育サービスを

利⽤して職場復帰

⺠間の保育サービスを利⽤して職場

復帰（⺠間保育利⽤⽀援⾦を受給

- ⺠間は都市部に集中）

就労は週30時間まで, 

⼦育て⽀援⾦部分⾦を受給

⾃宅で⼦育て（⼦どもが３歳にな

るまで⾃宅育児⽀援⾦*を受給）

*第１子341.27ユーロ（約44,706円/月）©Takahashi2017
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フィンランドの⼦育てと社会保障

子育て家族：共働き（女性も男性もフルタイム就労）

出産休業263日：母親休業105日（産前産後：母のみ）

(週日計算) 親休業158日 （母親休業の直後）

（＋父親への親休業加算）

休業制度は政治家（議員, 閣僚, ⾃治体の⻑など）も利⽤する
産休制度そのものは1964年に導入

（当初は産前18日産後36日, 以後延長）

休業期間中の経済保障: 休業前の給与の約7割相当

実家に戻っての出産という慣⾏や,「イクメン」「専業主婦」
という⾔葉もフィンランドにはない

「子どもの権利」 - 明確な位置付け

 フィンランドの憲法改正（1999年）

第６条 法の下の平等 （以下が追記された）

「子どもたちは個人として平等に扱われ、成長に応じて自分に関す

る事柄について本人の意思が尊重されなければならない」

『児童の世紀』(原著エレン・ケイ, 1900年初版）の

21世紀バージョンへのアップグレード?

 子どもオンブズマン (2005年）: 子どもの権利に関して実
現状況を把握し問題の改善勧告を行う政府機関
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フィンランドの⼦ども・⼦育て観フィンランドの⼦ども・⼦育て観

社会的合意 ⾚ちゃん（0歳児）は⾃宅で親と過ごす
⼦どもが親と⼀緒に居られる時間を尊重・重視
⾚ちゃんのペースに⼤⼈が合わせて過ごす時間
カイロス時間とクロノス時間の拮抗と調整
⾚ちゃんの「安定的な愛着」の意義についての共通理解

「⼦どもの声は騒⾳ではない・happy noise」：ドイツ等と同様

⼤⼈とは・・・⼦どものニーズをまず優先・尊重できるヒト

子ども・青少年支援

義務教育

就学前教育

保育+幼児教育

図書館, 子どもの遊び場・公園

出産・子ども

ネウボラ

学校保健

普遍的な
基本サービス
全員が対象：
（健康・福祉の
維持・増進）

学生保健

特定対象への
早期予防・支援

家事支援

家族ネウボラ

青少年ネウボラ

(避妊ネウボラ, 22歳以上）

支援・介入
アルコール薬物
依存予防・支援

言語セラピー

精神科
児童・青少年専門

口腔ケア

スクール
ソーシャルワーカー

心理士

児童保護・里親制度, 一時保護

児童養護・在宅支援

フィンランドの⼦ども家族・⻘少年⽀援サービス体系

妊娠期からの丁寧なネウボラ健診の効果として、全体の約７割は、より⾼次の⽀援を
必要としない（問題・リスクへの早期⽀援）。 出所: Kalmari, Hanne  (2013)

－ 90 －

第３章　シンポジウム概要　基調講演より



「出産ネウボラ」の⽬標：妊婦, 胎児, 乳児の健康を守り, 
⼦育て家族全体の⼼⾝の健康と幸福を増進すること. 

近年「出産・子どもネウボラ」の連続性と「家族全体へのサ
ポート」が重視されている.

妊娠期・出産ネウボラでの定期健診/ミーティング：

・ 保健師（または助産師）の定期健診/ミーティング

１回目：妊娠９−10週, 3回目（22-24週）の「総合健診」
を経て, 出産まで約10回, 出産後に自宅訪問１回, 出産後
5-12週フォローアップ健診を1回実施. 

・ 医師（ネウボラを定期巡回）の定期健診： 妊娠中に２回
（26-28週目の総合健診と36週目）, 出産後5ー12週フォ
ローアップ健診.  

現在の「出産・子どもネウボラ」：全国に約800か所

例： トゥルク市 (Turku）人口 約18万人: 
出産・子どもネウボラは50か所

概算：住民約3800人に１か所, トゥルク は3600人に１か所

切れ目内

最初の面談は, 50-60分かけて, 子育てを手助けしてく
れる人々・家族関係などを把握する.
最初・初動が肝心！
（子ども手帳と母親手帳とは別：母親のコンディション
への配慮と関心）

ヘルシンキのネウボラでは、８人のネウ ボラ保健師が地域保健師とともに常駐、
1人当たり「妊婦家庭38世帯、子ども208人」を担当 （榊原2016)

ネウボラ保健師1人の担当（国の基準、年間）：
妊婦 40人
子ども 200人 （きょうだい一緒に担当するので約100家族）
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ネウボラのスタッフ
専門職養成と現職への専門職研修

出産・子どもネウボラ： １か所に2-3名の保健師

（出産ネウボラでは助産師もありうる）, 

心理士, （巡回）医師, 各種のリハビリ専門職, 栄養士など

フィンランドの保健師養成：４年制養成課程（大学レベル・応用
科学大学AMK）, 職業適性の確認, 

シミュレーション学習・現場実習が多い

利用者対応の専門職へのバックアップ体制（ネウボラ内でのスー
パービジョン）, 

地域の他職種との協力（病院, 保育園（幼児教育）, 社会福祉部門, 
学校等）

継続的な現任研修・ネウボラ年次集会（毎年2日間）のほか、

乳幼児精神科医による集中研修、学校保健との合同研修.

ネウボラの歴史をふりかえる
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乳児死亡率の推移
（フィンランド・1900ー2011年)

独立直後の内戦
↓ 1918年

対ソ戦争
↓1938

2011年=2

乳児死亡率の推移・フィンランド 1900-2011

©Takahashi2016

ネウボラの萌芽期(1920年代はじめ)

乳児死亡率・周産期死亡率が高かった20世紀はじめ, 安全

な出産と母子の健康状態の向上を目指して, 主に小児科医や

保健師らが取り組み始めた.

（まだ, 「福祉国家」がなかった時代）

当時：
助産・保健・看護など専門教育の萌芽期

1920年代には, 市町村自治体への助産師の配置
が義務付けられた.
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⺟⼦保健のパイオニア
⼩児科医アルヴォ・ユルッポ教授
(Arvo Ylppö1887-1992)と
⺠間団体マンネルへイム児童保護連合MML
⾏政の対応待ちではなく地域での⾃主的な活動

•「すべての母親への助言, 個別の必要に沿った支援」

この基本的な考え方＜理念＞は, 今日のネウボラに引継がれている! 

•「幼子の世話をするすべての母親たち、貧しい母親にも裕福な母親

にもあまねく、直接のアドバイスを得る機会,さらに必要な時に直接

の支援が得られる機会を提供するために、一つにまとまった中央組織

を作らなければならない」 (1919年, Ylppöの手記より）

ユルッポ教授の「処方箋」 1921年
• 医師や看護師/保健師による無料相談： 対象は乳児の母親全員であ

り、乳児の世話や母子の栄養問題（とくに母乳の大切さ）について

の助言や相談を行う,

• 健康法上の目的は住宅環境・衛生状態の改善であるが、

• 一般市民に分かりやすい言葉・表現での個別の助言や家庭訪問

を行う,

• 児童養護（児童保護）が必要な子どもたち全員について,  看護師ら専

門家が生活状況を把握・監督する,

• - 健康法上の目的は住宅環境・衛生状態の改善 - 親のいない子どもた

ちや、なんらかの理由で母親が世話をできない子どもたちには適切な

世話を受けられる居場所を確保する。
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地域保健活動

ネウボラ

アルコール依存症問題, 貧困問題, 
衛生・栄養・住宅問題, 戦災など

教会・上流階級の慈善・救貧活動

生活改善・啓発
(市民運動）

禁酒運動

マンネルヘイム
児童保護連合

MLL

出産・子ども
ネウボラ

民間団体
全国+地域
ネットワーク

民間団体
全国+地域
ネットワーク

医療+保健+
福祉セクター

専門職教育・人材養成

保育+学校
セクター

萌
芽
期

標
準
化
・
制
度
化

フィンランド
赤十字SPR

©Takahashi2015

地域・市民活動の
組織化

ネウボラの萌芽から制度化・標準化への⾒取り図

家族
ネウボラ

「下から上へ」 ・実践＋調査研究/検証＋政策

＊パイオニア/モデル事業は地域・民間/草の根の活動から！
(ネウボラだけでないパターン)

1970年代からの精神障がい者グループホーム
（後に90年代から認知症高齢者グループホームへと展開）：

民間グループの活動, 効果の検証/研究, 制度化

1980年代末からの就学前教育
（6歳児対象、無料のプレスクール）

自治体のモデル事業, 効果の検証/研究, 制度化

－ 95 －

第３章　シンポジウム概要　基調講演より



21世紀・現在のネウボラは

「対話・信頼関係」を重視し, 子育て家族に優しい快適なス

ペースとしてデザインされている.

妊婦99.7%, 出生児99.5%が, 出産・子どもネウボラに繋がって

いる.

photos©THL

ネウボラそのものも完成形ではなく, 
市町村⾃治体での新しい⼯夫・モデル事業が続いている。
近年の「ファミリーセンター」の取組み, 

利⽤者にとって⼀層⾝近な存在となるための⼯夫, 
多職種間連携の向上. (間⼝は広く, 敷居は低く）

母親手当：出産を控えて, 現金140ユーロ（ 約17,020円, 1ユーロ=121.57円, 

2016年12月5日レート） または現物（物品）育児パッケージいずれかを選択

できる.

180日以上フィンランドに定住し, 出産ネウボラの発行する妊娠証明書

（妊娠が154日/約5か月以上継続）で申請することが「要件」. 

対象：要件を満たす妊婦全員・所得制限なし

育児パッケージ：今日でも根強い人気

当初は, ネウボラに母親を誘うための民間のアイデア

“どうすれば, 皆が健診に繋がってくれるだろうか?!”

「動機付け」として導入, そして定着

育児パッケージを受け取ることは、子育て家族間・ 世代間での共通体験（共感

と平等のシンボル）

赤ちゃんとその家族への社会からの祝福
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母親手当 maternity grant（物品か現金）

1937年: 低所得層に限定

1949年〜現在まで: 所得制限無し

 育児パッケージ：根強い人気

（年間約6万人の母親手当受給者のうち4万人が選択）

 双子 育児パッケージ３個, 又は, 現金€420

1+1→3（1人:140 + 2人目: 2x140=280）

 三つ子 育児パッケージ６個,  又は, 現金 €840

（140+ 2x140 + 3x140）

子

総合健診

（家族全体）
定期健診

父

きょうだ
い

母

出産・子どもネウボラでの「定期健診」と「総合健診」の概念図

医療的な健康診断に加え, 

「発達保障」

赤ちゃんと近親者との

関係性の健全な発達

母子愛着, 安定的な発達

親子関係

カップル関係

家族関係全体

（きょうだい関係等）

「生活の安寧と安全」

経済面での安定

暴力・虐待リスクの早期発見

©Takahashi2016
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出産・子どもネウボラでの「総合健診」の概念図

人的リソースとサポートの必要性についての確認

子どもと家族の健康状態・幸福度についての総合的な評価, および
次回以降の健診・フォローアップについての全体的な合意.

• 人的リソースと親力の向上, ニーズに応じたアドバイス

定期健診の継続
特別な支援ニーズに対応する

個別の支援計画の作成

親の健康と
家族全体に
ついての
保健師と

医師の観察

子の健康と
家族全体に
ついての
保健師と

医師の観察

保育園・学
校での子の
様子につい
ての教員の

意見

子の健康と
家族全体の状
態についての

親の思い

自分の健康
と家族全体
の状態に
ついての
子の思い

出典：Hakulinen‐Viitanen, Tuovi et al. (2012) Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys‐ ja lastenneuvolatoimintaan 
sekä kouluterveydenhuoltoon, Opas 22, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 35, 図2を訳出.

「家族ネウボラ」の対応事項

 子どもの行動や社会性や発達について親が懸念している場合

 危機的な状況への支援を家族が希望する場合

 家族間に諍い・紛争がある場合

 別離/離婚の見込みがある、別離/離婚での問題解決への支援が
必要とされる場合 （離婚時の協議への社会福祉的な支援）
（18歳未満の未成年者がいる家族の離婚）

出典：タンペレ市ホームページ「家族ネウボラ perheneuvola」

ソーシャルワーカーと⼼理⼠が中⼼, 各種のリハビリ, 法律相談

※フィンランドには家庭裁判所はなく, 地方裁判所が離婚調停・裁判等を担当する.
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KELA（国民年金庁）地域事務所

家族ネウボラ （18歳未満の子ども+家族）

地域医療（病 院・診療所）

出産ネウボラ
（保健師または助産師）

子どもネウボラ （保健師)  

0〜6歳の子、母、父、きょうだい

義務教育 9年（6+3）
学校保健（学校保健師）

出
産

子どもデイケア
幼保一元・幼児教育とケア

（幼児教員と保育士）

市町村自治体（主な運営主体）

幼児教育

就学前教育
（6歳児全員）

妊婦
（母子+

父）

妊
娠
の
確
認

健
診
受
診

証
明
書

定期健診
傾聴・対話
健診、親教室

母親手当

育児パッケー
ジまたは現金

母親手当
申請

子育て
家族

定期健診 傾聴・対話
総合健診 予防接種 発達相談

社会保障

母子保健・子育て支援

フィンランドの特徴
社会保障（各種の休業と⼿当）, 地域保健・医療, 幼児教育, 学校教育の連動
妊娠初期から就学前までネウボラに全員が個別に継続的につながる

児童手当 (0〜16歳の子ども全員, 定額支給）

© Takahashi 2017

対話・ダイアローグ
モノローグ的な支援：

専門職ら支援者側が設定した枠組みでのやりとりや

情報提供（ご本人と目線が合いにくい状況）

支援者側が用意した脚本の本読み

ダイアローグ的な支援：

ご本人を中心に, 話し合い・面談に参加する人が皆発言し何

らかの反応・レスポンスを得る（無視されない、支援者側の

価値観・判断を押し付けない）。脚本のない即興劇
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対話・ダイアローグ （続）

ダイアローグの⼒学（治癒⼒）
「ご本人」（家族たち）は、支援の「対象」でも「お客様」
でもない.

語ること（言語化）を通じて, 本人たちが「腑に落ちる（内蔵
/身体感覚 ）」経験をする - こころと身体がともに納得し、
次へ進む方向性を「体感・体得」する.

「未来語り」- 本人たちは自身の子育てをどうしたいのか? 
自身の言葉で語る.

＊地域精神医療（一部の自治体におけるオープンダイアロー
グの取組み）だけでなく、ネウボラのような対人支援の臨床
でも「対話性」が注目されている.

オープンダイアローグの起源

• フィンランド北部・ケロプダス病院

• 治療ミーティング：1984年から始められた

• 第一番目の原則：「患者本人・家族が不在時に, スタッフ

はその患者や家族について語ることは許されない」

• 1988年から, このアプローチについての体系的な研究

• 1989〜現在：臨床スタッフ全員対象の体系的な家族療法

の研修が続けられている

• ファミリーセラピストがスタッフの95%

出典：
Kari Valtanen氏
東京講演スライド
2015年3月31日, Tokyo
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「オープン・ダイアローグ」 の特徴

1. 迅速な対応： コンタクトから24時間以内にミーティングを始める
2. 同じ担当者（最初から最後まで）
3. ミーティングの場所は, 本⼈の希望によって決める
4. チーム/ネットワークでのサポート：すべての関係者が最初からミーティ

ングに参加
5. 性急で⼀⽅的な決定や「治療計画」をしない（投薬治療のみに頼らない）
6. 対話（ミーティング）のテーマも形式も前もって決めない
7. 問題の分析、治療計画、決定に関するすべての事がオープンに話され、全

員のいるところで決める
8. 「不確実性に耐える」

関係者がみんなで集まり, 語り合い, 経験を共有する
(出典：Alakare & Seikkula 2017)
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⽇本へのメッセージ：フィンランドはどのようにして
⾚ちゃんに優しい社会になったのでしょうか？

カイヤ・プーラ教授, タンペレ大学
（児童精神科医, 2013年5月12日横浜・講演）

• 男⼥の社会的平等と、男⼥ともに仕事のキャリアと家庭⽣活
とを両⽴できることがフィンランドに繁栄と平和をもたらして
きました。
• 同等かほぼ同じ程度、両親が適切な世話をした乳幼児は、社
会的スキルがよく発達し、メンタル⾯の問題も少ないのです。

• 乳幼児への⼿厚いケアを社会をあげて⽀援することは、節税
のための⼀番⽣産的な⽅法です。

• 健かな乳幼児ほど⼼臓疾患や精神疾患のリスクが低く、健かな⼤⼈
に成⻑する可能性が⼤きいのです。

•（研究知⾒に裏打ちされた制度デザイン・政策策定・刷新）

人的資本投資の収益率 （J. ヘックマン・ノーベル経済学賞受賞）
（公共投資の収益率が最も高いのは妊娠期から乳幼児期）

出所： https://heckmanequation.org/assets/2014/05/F_Heckman_Brochure_041515.pdf

妊娠期

乳幼児期

幼児期‐就学前

就学

学校教育後

個別の家庭の子育て戦略だけでなく
社会・地域の生き残り戦略

WHO (世界保健機関) ”First 1000 days from pregnancy”
–受胎からの1000日：人の成長にとって最も重要な時期（栄養・愛着・発達）
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日本への示唆

• 利用者（子育て家族）の視点を含めた, 母子保健と子育
て支援の整合性・連続性が大切。

• 支援サイドと利用者との信頼・協力関係が出発点。

• 子育てそのものは日々変化し続ける”暮らし”の営み

– 本来, 法制度・専門性などの境界線では区切れない（区
切ることは不自然）。

• 専門性や担当部署・部門の線引きが切れ目になっていな
いか, 再点検が必要。

「リスク」とは
あらかじめ全容がわからない

どの時点で
どの家族に
どのような問題・つまづきが
あるか（誰に何が起こっても
不思議でない）

リスクの
グラデーション
（流動的）

「子育て世代包括支援センター」

間口は広く敷居は低く – みんなが来るところ

リスク特定につきまとうリスク© Takahashi 2017
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状況は
流動的

子育て世代包括支援 – 利用者からみて
切れ目なく継続的に支える

リスクや課題の特定を優先する
アプローチだけでは
予防的な支援が困難！

一般層（問題なし）
と思われた人たちも
中間層・リスク層に
移動/流動するかもしれない

虐待に至る可能性が高いつまずき
の萌芽をどのように察知・感知す
るか？！

“ひとつながり”
（一つながり・人繋がり）

© Takahashi 2017

日本の「子育て世代包括支援」の課題と方向性

• 利⽤者⽬線での継続性・整合性 “ひとつながり”
• 「間⼝は広く、敷居は低く」- 皆が来るところ, 皆が利⽤

するところ（スティグマ（恥）克服）
皆が安⼼して来所できる雰囲気・空間デザイン（場所）
必要な場合アウトリーチ（妊婦訪問を含む）

• ⼈材：配置, 研修（対話・対⼈⽀援）, スーパービジョン
• 情報とモニタリングの⼀貫性・整合性・合理性
• 連携：⽀援サイドの他職種間連携

⼦育て家族との連携（利⽤者との協⼒関係）
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子育て世代包括支援センター（母子保健法）と

市区町村子ども家庭総合支援拠点（児童福祉法）との

「一体的な運営」

子育て世代包括支援センターはすべての子育て家族を継続
的にフォロー・サポート (間口は広く, 敷居は低く）

市区町村子ども家庭総合支援拠点について「スティグマ」
が生じないようにすることが大切

「子ども」についての理解と尊重を主軸に据えること.

＊妊娠期も含めた「予防的な」子育て支援への転換.

日本の「近未来」に向けて

• 他国の制度や政策は「直輸入」できない

• しかし, 他国の優れた取り組みや制度・政策の
エッセンスを見失わず, 日本なりの強みを活かし
ながら「よりよい仕組み」を工夫できるはず.

• 「現状がベストではない, 『次』により良いもの
ができるかもしれない」

(J. セイックラ/ファミリーセラピスト, フィンラン
ドでのオープンダイアローグの創始者）
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＜総合司会：光真坊浩史＞ 

それでは、「子どもと子育て家庭を包み込む『地域の実家』を目指して ～フィンランドのネ

ウボラから学ぶ～」というテーマで、吉備国際大学教授、髙橋睦子先生から基調講演をいただき

ます。ご経歴と著書につきましては資料に記載をしておりますので、ご覧ください。では高橋先

生、よろしくお願いいたします。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 ただ今ご紹介にあずかりました吉備国際大学の髙橋睦子です。皆さん、こんにちは。 

 

＜会場＞ 

 こんにちは。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 どうぞよろしくお願いします。時間も限られていますが、できるだけ質疑応答の時間を取りた

いと思っています。お手元の資料とお見せするスライドの順序が異なることもありますがどう

かご了承ください。 

 『地域の実家』という言葉について怪訝に思われたかもしれません。研究者であれば、もっと

地域包括などの言い方もあるかもしれませんが、あえて『地域の実家』と表現し、ネウボラを日

本で紹介するときに、よりスムーズに理解されるよう意訳をしています。というのは、研究者仲

間や他の方からも「ネウボラって何よ、一言で言ってごらん」と問われることもあり、「一言で

言えば地域の実家」と言ったら、腑に落ちやすい感触を得ているからです。でも、ある意味逆説

的ですね。地域の絆も薄くなり、そして実家も力になってくれるかというとそうとも限らない。

つまり地域も実家も遠くなっていく、この今の世界では日本だけでなく、実はフィンランドも似

たような状況があります。フィンランドについては、何かとても上出来な国のように紹介しがち

なのです。けれども、確かに良い面もありますが、子育て家族、あるいはお子さんたち、保護者

さんたち、あるいは支援にあたる方々が直面している課題というのは、日本とそれほど違わない

のです。一人ぼっちで子育て中のお母さんの苦しさ、子どもの発達が気になりどうしようかとい

うとき、支援者が自分の気がかりを保護者にどの伝えたらいいかと思い悩む、こういった問題意

識や実際の課題というのは、日本とフィンランドとでそれほど大きく違うわけではありません。

したがって、フィンランドを美化することもなく、それぞれに取り組みがある中で、日本の子ど

もの未来を考える研究会での講演であるならば、このようにネウボラを意訳してもよいかと考

えました。 

 自己紹介は手短にと思いますが、ほっこりほんわかした、かわいらしい子どもの写真を載せた

本の表紙には癒されます。しかし、こういったほんわかした側面だけでなく、そうでない裏の側

面も、自分の研究テーマとして扱ってきました。暴力、支配、DV、虐待、このテーマにも、10

年以上関わってきました。きっかけはいろいろでしたが、この 2018 年 1 月で 9 刷目に入った
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DV 虐待加害者の実体についての本、加害者はなぜ加害者なのか、これは L.バンクロフトさんの

著書の翻訳です。日本で、目に見えたり見えなかったり、いろんな形でのハラスメントが横行す

る中で、「家族関係にも難しい課題がある」ことを考えるときに、参考になっているのかもしれ

ません。一方、この翻訳がロングセラーになっていること自体、果たして手放しで喜ぶことなの

だろうかとも思うところです。 

 しかしながら、きょうの本題、皆さんがお聞きになりたいのはこちらですよね。ネウボラに注

目し、さらに日本にとって何が大事なのかについてお話しします。フィンランドの過去、現在、

未来が今日の主題です。この中でフィンランドに行ったことがある方、どのぐらいおられますか。

さすがに今日はかなりの手が上がりますね。今ちょうど冬で寒い時期ですね。フィンランドの人

口はおよそ 560 万人、人口規模はほぼ北海道くらいです。しかし、国土面積は日本と同じぐら

いです。フィンランドの人口は南西部に集中しがちです。また、北欧の福祉国家とは、国が中央

集権的に全てを決め、国が全ておぜん立てして持ってきてくれるわけではなく、私たちごく普通

の市民が受け身だということでもありません。市町村自治体がまず市民生活にとって身近で大

切な行政ユニットとして位置づけられ、不可欠な役割を担っています。かつてのフィンランドの

行政制度には日本の都道府県に近いものもありましたし、今も一応そういった行政管轄区はあ

ります。しかし、やはり実際にいろんな事業を行い、各方面での市民生活への支援といったとき

には、クンタと呼ばれる市町村自治体が一番大事な行政のユニットになります。 

 フィンランドや北欧の特徴として、一般的にいえば、健康で文化的な生活への公共投資のあり

ように注目できます。日本にもこの「健康で文化的な生活」の概念は入ってきているはずですが、

公共投資の配分状況は異なります。子どもにも大人にも、みんなが使えるものを、みんなでそれ

ぞれが出せる分を出しながら、分かち合うという発想がポイントです。環境を人に合わせる。人

を環境に合わせるというよりは、「環境を人に合わせるために社会を変えていく」のが福祉政策

だと、何十年か前に私はフィンランドで学んできました。 

 一例ですが、鉄道に乗ってみるとそれがよく分かります。私も昨日から東京に来ていますが、

新幹線に乗るにつけ思うことが二つほどあります。一つはちっちゃなお子さん連れは非常に肩

身が狭いですね。私もかつてはそうでした。それならお子さま連れ専用列車、そういった車両が

半車両でもあったらずいぶん違うだろうに、と思い続けて今に至ります。そしてもう一つ、例え

ば「次は岡山、岡山には少ししか止まらないから降り損なわないように」と、丁寧ではあっても、

最近ますます世知辛くなったなと思います。皆が皆さっさと行動を起こせるか、ベビーカーをヨ

ッコラショと出し子どもに身支度させる、あるいは、お年を召されて、歩行そのものに時間がか

かる人もおられます。とにかく定時発着を最優先するとなると、そこにそぐわない人たちってど

うするのだろうかとも思います。フィンランドは小さな国ですがその鉄道は、いろんな人のニー

ズに応じた居場所を作っています。子ども連れの家族だけでなく、アレルギーの方、ペット同伴、

仕事に専念したい人など、それぞれのスペースがあります。ただし、日本のような豪華列車はフ

ィンランドにはありません。 

 余談はさておき、ネウボラのエッセンスの話に戻ります。出産・子どもネウボラは全員が利用
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するところです。妊娠が分かったらネウボラとのお付き合いが始まります。そして就学前、あち

らは 7 歳になる年の 8 月から義務教育が始まりますが、そこのところまでひとつながり、基本、

同じ担当者、専門職がずっと寄り添います。そして全員対応。これはポピュレーションアプロー

チとも呼ばれますが、その内容をしっかりとらえておかなければなりません。ポピュレーション

アプローチ、全員対処であって、なおかつ「個別」だというところです。日本の教科書などの記

述を見ると、ポピュレーションアプローチといいつつ、次に出てくるのは集団で実施とも書かれ

ていることがあります。ポピュレーションアプローチについて「個別」の視点が抜けると、制度

化されたばかりの「子育て世代包括支援センター」が導入されても、ビフォー・アフター、これ

までとこれからの変化がつかめないおそれがあります。全員を見るということと同時に、もう一

つ大事なことは、個別、一人一人違うということです。当然ですけども、そこにいかに対応して

いくか、「必要な時」に「必要な人」を「必要なサポート・支援」へとつないでいくということ

が核心です。極力ワン・ストップですね。 

 日本の場合、ネウボラを参考にしながら右往左往しているところですが、このワン・ストップ

が難しいですね。どこに拠点を置くか。この直後の研究のご報告でも話が出ると思いますが、母

子保健と子育て支援の同居型だったり別々だったり、担当部署の置き方や場所の再調整が必要

です。でも、もっと大変なのは利用者さんです。お母さんたち、お父さんたち、どこへ行ったら

いいんだろう。フィンランドはある意味、人口規模が小さいということもメリットかもしれませ

んが、それだけではなくて、意識的に制度面の改革を住民の目線でするかどうかが大切です。子

育てあるいは出産、妊娠について相談するならあそこだという、「あの場所」が分かっている。

そして、「あの人」が私の担当としてちゃんと相談やサポートをしてくれているという、そうい

ったかかりつけの顔が浮かぶかどうか、これも非常に大切なことです。フィンランドは、自分の

担当の顔が見えるようにしてきたわけです。ただし、初めから出来上がっていたわけではありま

せん。いろんな改革を積み重ねて、今に至ります。 

 ネウボラでの専門職と利用者の関係を語る上で欠かせないキーワードは「対話」です。これは

本人の目線にどう近づくか、本人の声をどう聞き取りどう応答し「やりとり」するか。ただ「い

らっしゃいませ」で聞きおくだけではなく、きちんと応答する、利用者が自分の言葉で語ろうと

することを促す「対話」が、信頼を培うための基盤です。信頼についての意識がなく、誰かをど

こかの専門機関に紹介する仕組みだけでは、その先の展開を誰が見ているのかも曖昧になって

しまいます。信頼関係が、支援する側同士、そして支援を必要とする人たち、ご家族、お子さん

たちの間に、きちんとできていくかどうか、そこがポイントです。 

 全員向けの出産・子どもネウボラとともに、家族ネウボラというのも欠かせません。今では全

員が利用する出産ネウボラと子どもネウボラは、合体するようになりました。近年の新しい取り

組みは、都市部のモデル事業を中心に、家族ネウボラも出産・子どもネウボラなどとさらに近づ

けることです。これまでの家族ネウボラは利用者にとって敷居が高く感じられてきました。特定

の課題・リスクが分かってきたときに、なるべく早くにサポートするのが家族ネウボラで、対象

の年齢層も 18 歳未満、未成年者全体と広くなります。こういう意味で、「家族ネウボラでさら

－ 108 －

第３章　シンポジウム概要　基調講演より



 

に専門的なサポートを求めよう」と自分で進んで行く方もおられれば、そうでない方もおられる

という中で、ありがちな切れ目、敷居というのをなくしていこうというのが、フィンランドでの

今の取り組みです。ネウボラというのは制度であって、地域拠点そのもの、そして機能そのもの

の名称でもあります。ネウボ（”neuvo”）とはアドバイス、助言を意味しますから、上から目

線のニュアンスの強い「指導」や「介入」という言葉では、うまく言い表すことはできません。 

 ところで、今では交通アクセスが便利になり、特にヘルシンキエリアに、ここ数年、日本から

の視察が急増しました。私自身にも責任の一端があるのかもしれませんが、ネウボラ、ネウボラ

と言っていると、現地視察が増えたために、ヘルシンキのネウボラは混雑したのかもしれません。

ヘルシンキ市は、日本語のナレーションの付いた、日本人向けの紹介ビデオを政策し YouTube

上で公開しています。つまり、外観を見たい方は、まず、この動画から入ってくださいというこ

となのでしょう。 

 冒頭から、ネウボラとは「地域の実家」と申し上げました。誰もが行くところで、間口は広く、

敷居は低く。これは強調したいと思います。安心して相談できるところ、そこは血のつながって

いる実の実家ではありませんが、それ以上にもっと専門的で正確な、最新の情報、知識、アドバ

イスをもらえるところですね。あるいは話し合えるところ。「アドバイスや情報を一方的に与え

るというスタンスではネウボラの仕事はできない」と、ネウボラで働いている専門職の方たちは、

口をそろえて言います。対話型ということなのです。 

 また、ネウボラの仕組みの背景にある考え方として、妊娠、出産や子育てということは一見私

事ですけども、個人やそれぞれの世帯・家族だけにゆだねない、自己責任だけではないというこ

とが基本にあります。「自己責任」も大事ですが、それだけではないということ、これは特に望

まない妊娠をしてしまったといったときに、周囲の受け止め方としてとても大切なことです。

「あなたが遊んでいたからそんなことになったのよ」などと、本人には泣き面に蜂のようなこと

を周囲が言うとすれば、そこには自己責任の考え方があるのでしょう。そうではなくて、もっと

みんなで、困っているのであればどうしたらいいのか、あなたは一人ぼっちではない、一緒に考

えましょうということが、社会的なアプローチのはずです。そして専門家が丁寧に関わります。 

 ネウボラでの専門職と利用者とのやりとりは、書類仕事、アンケート票に答えてそれでおしま

いではなくて、丁寧に聞きほぐしていきます。本人に語らせるっていうことですね。したがって、

例えば、出産ネウボラでのミーティングの目的は、利用者が親になっていくための助走期間のサ

ポートであり、妊娠期というのはこの意味で大切です。 

 私自身は、フィンランドで暮らしていた時期に子育てをせずに、日本に帰ってきてから、日本

で子どもを産み子育てをしました。我ながら逆説的なことだと、今では思います。見方を変えれ

ば、それほどフィンランドの人たちにとっては、ネウボラの存在は空気のように当たり前で、ネ

ウボラがなにか特別なものだとは意識されていません。自分はネウボラのお世話になり損ない

ましたが、近未来の日本の子どもたちのためにも、もっといい子育て家族支援の方策や仕組みが

あるのかもしれないというメッセージは伝えていきたいと思います。日本でもフィンランドで

も、保護者さん、お子さんたち、一瞬一瞬、一生懸命に生きているわけですけれども、カップル
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関係や親子間のコミュニケーションなどについて、より良いサポートとかネットワークを求め

続けています。 

 さて、ネウボラの役割で大切なことは、リスクの芽をできるだけ早く摘み取る支援です。リス

クがリスクになる前に、例えば、タケノコがタケノコとしてニョコっと芽を出す前に、タケノコ

の根っこのところで摘み取るというのが、出産・子どもネウボラがすべての親子につながって支

えることの意義とも言えます。子育て不安などの悩み事はフィンランドも日本と同じようなも

のです。ただ、子育て不安に対してどのように対応してきたか、早めにリスクを防止するように

してきたかどうかということが、違うわけです。 

 ネウボラの専門職については、「専門職だからこそ、ネウボラおばさん」とフィンランドでは

利用者さんたちも専門職自身も思っています。こう書くと、日本国内では、専門職を指して「お

ばさん」と言うのはやめてほしいと思う専門職の方もおられるでしょう。自分は専門職だという

プライドを傷つけるのかもしれません。でもそんなプライドならば捨ててしまいなさいと申し

上げたい。このような発言をするのは怖い気持ちもありますが。しかし、人から怖がられる、あ

るいは距離を置かれるようなことでは、家族関係に関わる専門職としては仕事ができていない

と言って過言ではないでしょう。 

 フィンランドの親御さんたちは、自分自身も幼いときに、お父さん、お母さんに連れられてネ

ウボラに行って、ネウボラおばさんに会っていろんな発達検査をした記憶が既にあるわけです。

ネウボラの「専門職」とは、具体的には、出産・子どもネウボラのところは、保健師さんか助産

師さん、そして家族ネウボラであればソーシャルワーカーさんか心理士さんです。このような専

門職の方々は、利用者からどう見えているかというと、優しくて頼りになる人です。こんなこと

聞いていいのかしらということを、遠慮せずに聞けるということです。そういった関係性がある

ということが重要です。だから、鎧兜のような 20 世紀的な専門性に身を固めていないで、古い

鎧兜は脱いでコート掛けに引っかけておいて、人・利用者と接するというのが、対人支援の専門

家としては一番大事なことだと、フィンランドの専門職教育では教え込まれています。 

 問題が大きく深くなってからの事後の対応だけでは、事態の改善や関係の修復は困難です。途

中の経緯をどう意識してきたかどうかにかかわらず、もう明らかに問題だと分かってからの対

応に現場は追われがちですが。事後対応だけでは重篤化をくい止めにくい傾向があります。一方、

フィンランドは、できるだけ早め早めに把握しリスク防止をすることが重視されています。支援

者側が上から目線で聞きほじくろうとすれば、利用者側はドン引きするでしょう。そうならない

ように、対話というかミーティングですね。健診という表現はいかにも医療的です。出産・子ど

もネウボラについては、健診というよりは、相談ミーティングとか対面ミーティングとか、そう

いった柔らかい言い方にしたほうが、誤解を招かないと思います。 

 出産・子どもネウボラの特徴は、状況の把握が連続的だということです。切れ目がないという

こととともに、ずっと継続的に整合性を持ったアプローチで話を聞き取れてきたかどうかとい

うことが、後々、親御さんと専門職の関係性のところに、信頼がしっかりと根付かどうかという

ことに影響します。そして利用者さんが主役という発想も大切です。ともすると、親御さん、お
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子さんのおられるご家族について、支援の対象、「対象」という言葉がたくさん日本のいろんな

文献に出ています。しかし、「お客さま扱いにされている気がする」という声が日本のお母さん

たちからも聞かれます。対象やお客様ではなく、本当は自分がどんな子育てをしたいのかという

ことを、利用者が自分の言葉にできるようにもっていけるかどうかというところが、ネウボラで

の対面ミーティングでの専門性に結び付いています。 

 日本とフィンランドの対照表で、一箇所、赤い文字で書きましたけれど、フィンランドでは、

15年～10年ほどかけて10代の中絶が世界的に最も少ないところにまで到達しました。また、

低出生体重児、生まれたときの体重が 2500 グラム未満で産まれてくる赤ちゃんが、日本は先

進国としては多いのが実情です。よく日本は医療システムが進んでいて乳児死亡率は世界でト

ップクラスに低いと言われます。しかし、実は妊娠期・出産のところに何かしら問題がありそう

だと、低出生体重児の状況は示唆しています。先進諸国の課題としては、乳児死亡率だけでなく

低出生体重児にも注目する必要があります。乳児死亡率が低くなりましたというところで終わ

っていると、それ以上話が進まなくなってしまします。日本の低出生体重児出生率は 10 から

9.4 まで下がりつつありますが、北欧諸国の 4 から5 という水準に比べると倍ほどの高さです。

生まれたときに低体重の赤ちゃんは、北欧諸国ではまれです。逆ですね。4 キロ、5 キロで産ま

れてくる子がゴロゴロいるのが北欧の状況です。 

 ネウボラの話に戻ると、よく「そんなに何回も頻繁に会わなくても」と日本の行政関係の方々

から言われます。つまり、妊娠期に少なくとも 10 回、同じ保健師さんか助産師さんが利用者と

会うということの意味がなかなか伝わりにくいのが日本での受け止められ方です。フィンラン

ドのネウボラの専門家トゥオヴィ・ハクリネン（Touvi Hakulinen）さんは、ご自身、ネウボラ

の保健師として現場経験を何年も積み、研究者に転身されて、今では、日本の厚労省に相当する

省庁の付属研究所で、ネウボラを含め母子保健・子育て支援関連の政策のリーダーの 1 人とし

て活躍している方です。「なぜそんな何回も会うのって、それは当たり前です」と、彼女はさら

りと言います。「どの家庭でも、それはいかにも危なっかしそうなご家庭だけでなく、ちゃんと

収入もあり定職もあり、そして結婚もしていて持ち家があってという、一見大丈夫そうな家庭も

含め、どのご家庭でも何らかの問題やつまずきが起こってもおかしくない」と彼女は語ってくれ

ました。妊娠の初期から学校に上がるまでの結構長い時間を、きちんと継続して見ていて初めて、

リスクの芽を見逃さないということです。 

 行政関係者対象の研修会であれば、この次の話は予算配分に行くのですが、今日はそちらにカ

ーブしないで、もっと真っすぐ、何をコストと考えるかということに目を向けたいと思います。

日本では少なく見積もっても大変なことになっているんです。福井大学の友田明美先生は脳神

経発達の専門家で小児科医でもおられ、このところマスメディア戦略を立てながら、子どもを虐

待から守るための社会啓発を行っておられます。さらに、次のようなグラフ、フィンランドでの

15 歳未満の子どもに占める虐待死亡の割合の推移を見ると分かりやすいはずです。例えば、産

まれたばかり、まだ 0 日なのに、望まれない子であったがために殺されてしまったとか、そん

な話は今のフィンランドの人が聞くと、首をかしげて、それは随分昔、今の時代のことではない
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と言われます。日本ではまだ「今の話」ですけれども。子どもの虐待死亡が減ったのはネウボラ

のおかげだけではありません。ネウボラが法律に基づく制度になったのは 1944 年ですけども、

その後もいろんな啓発と改革を重ね、体罰の禁止も含め子どもの人権とも関連付けられながら、

子ども虐待を防止する取り組みが続いています。フィンランドには他の多くの OECD 諸国と同

様、子どもオンブズマンが政府の公的機関としてあります。先進国の中でも珍しいことですが、

意外と日本はこれがない。政府機関として、子どもの権利の状況や課題についてモニターする公

的な制度は、日本にはまだありません。 

 フィンランドでの子育て支援は 21 世紀に入ってさらにバージョンアップが進んでいます。

1980 年代、90 年代のフィンランドでは、子育て支援制度の多元化が家族政策の中心的な課題

で、大人たちの働き方の多様化に対して政策対応するという時期から、21 世紀に入って、子ど

もを中心に据えて子育てを考え直すという方向へとシフトしています。また、フィランドでは産

休が長く、政治家、閣僚、行政の首長たちも例外ではなく、誰もが使えます。直近の大統領選で

再選を果たした政治家は、当選直後に赤ちゃんも産まれ、二重のおめでたでした。フィンランド

では「イクメン」という言葉もなく、カップル、パートナーならば、一緒に子育てをして当たり

前と考えられています。フィンランドは、日本以上に家族や身内との関係や時間を大切にする傾

向がありますけれども、実家に戻っての出産はしないです。それは別問題です。 

 話を戻します。子どもの権利についてもう少し触れておく必要があります。フィンランドの場

合の憲法改正は民主化という大きな流れの中に位置付けられ、その一端に子どもの権利の明文

化ということがあります。何十年とフィンランドでは非常に根気強く議論を重ねるのですが、

1999 年の憲法改正では、大統領権限の制約などをはじめとする民主化の深化が本題でした。

きょうのテーマと関連付ければ、法の下の平等に注目することになります。大体は日本と同じで、

最初の条文では男女・性別を超えたところの平等がいわれているわけですけれども、フィンラン

ドの 1999 年の改正では、子どもが個人として平等に扱われる、そして成長に応じて、自分に

関する事柄について、ご本人の意思が尊重されないといけないと、憲法で明文化されました。こ

れに続くように、21 世紀に入って、子どもオンブズマンが整備されました。他のヨーロッパ諸

国よりはゆっくりした改革でしたけども、子どもオンブズマンは、子どもの権利の状況について

把握し、問題点は改善勧告を行う役割を担う政府機関として確立しています。 

 ところで、フィンランドで誰が一番偉いのでしょうか。それは、赤ちゃん、お子さんです。赤

ちゃんというのは尊い存在だということは、フィンランドでははっきりしています。赤ちゃん、

0 歳児さんが必要とするもの、周りにきちんと落ち着いた大人がいるっていう、そして安心でき

る環境があるということですね。この赤ちゃんのペースに合わせるのは、ビジネスの時間で動い

ている大人にとっては苦しいことですね。カイロス時間とクロノス時間の拮抗、カイロス時間は

主観的で内面的な、「今ここ」でという一瞬、もうビジネス時間を刻む時計はすっ飛んでしまっ

て、とにかく今ここで、それは何分何秒かということではないのです。計らない・計れない時間

です。赤ちゃんと付き合うということは、生半可な、仕事しながらという付き合い方ではうまく

いかないということが、かなり分かってきています。赤ちゃんが大人の都合で気ぜわしく感じず
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に済むかどうか、大人がイライラしてしまって赤ちゃんとしてもここは居辛いと思ったりせず

に済むかどうか、こうしたことは子どもについての考え方の成熟度が試されます。なので、ドイ

ツやフィンランドでは、当たり前ですが、子どもの声は騒音ではないという社会認識があります。

日本では当たり前でもないですね。フィンランドのタンペレ大学から児童精神科の第一人者の

タンミネン先生という方が来日されて、「大人とは子どものニーズをまず優先、尊重できる人」

とさらりとおっしゃったことが今でも印象的です。「ああ、そういうふうに言い切ることができ

るのは素敵だな」としみじみ思ったものです。 

 フィンランドの福祉サービスの構造はよく三角形で表現されます。全員が対象で全員が利用

者の基礎が一番下の層、特定されてくる課題やリスクへの早期のアプローチが真ん中の層、一番

上の層は、かなりの高度な専門家の支援・治療・リハビリでの対応が必要なところです。出産・

子どもネウボラは基礎の部分に含まれ、妊娠期から丁寧にネウボラで関わっているからこそ、全

体の約 7 割はこの一番下の層にとどまっています。ただし、こうした位置付けについては、流

動的でもあるということも認識しておく必要があります。 

 そして、出産ネウボラについては、「家族全体をみる」というアプローチが、21 世紀に入っ

てから、妊娠期からの出産・子どもネウボラで定着していました。日本でもフィンランドでも、

母子保健はありますけれども、とかく「母子」にのみ注目しがちで、視野の外に取り残している

かもしれないことがあります。母子だけ見ていてはなかなか分かりにくいところは、家族全体を

見るようになって把握・対応しやすくなることがあります。 

 出産ネウボラでの最初のインテイクの面接では、50～60 分かけて、こまかく家族関係、誰

と誰が一緒に暮らしているか、誰が子育ての支えになれそうかといったことを聞き取ります。ネ

ウボラの専門職は、どんな人でも受け止めますよという、安心できるオーラを放っている人が少

なくありません。この最初のところでしっかり話ができたことが、その次以降の、ミーティング

の質を左右するとも言われています。 

 フィンランドでの専門職養成の特徴は、シミュレーション学習と現場実習が重視されている

ことと、専門職（現任）へのバックアップ体制です。大きな困難な状況に対応する場合、抱えき

れないと感じたらどうするか、フィンランドでの専門職向けガイドによると、とにかくそのミー

ティングそのものは、一旦いい雰囲気で終えましょうねとあります。険悪な雰囲気で終えない。

次に会えなくなりますから。できなければできない、そこでいったんおしまい。それを持って帰

って相談する同僚や上司がいるわけですね。バックアップ体制というのは非常に大事ですし、他

の職種との連携も重要です。人は場面によっていろんな顔を見せる存在で、保育園での様子はま

た違うかもしれません。さらに、継続的な現任研修、これは法律で義務付けられています。 

 ここから歴史です。戦争や内戦といった武力衝突があると、てきめんに子ども・赤ちゃんにし

わ寄せが行き死亡率がぐっと上がってしまいます。ここで示しているのは、日本にとってお手本

にしたいような今のフィンランドではなくて、昔の残念な時代の、子どもがいっぱい死に、お母

さんは命がけで産み、そしてたくさん死んでいったという過去の話です。それでも、福祉国家や

政府が何かしてくれるということがない状況ではどうなのかということを考えさせられます。
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今日ここにおられる皆さんの心意気と似ているかもしれません。できるところから始めようと

いうことです。行政の対応待ちじゃなくて自分でできることを始めようと。 

 フィンランドでは、小児科医さん、保健師さん、看護師さん、助産師さんたちが手を取り合っ

て、なんとかしたいと活動を始めた、その中からネウボラが産声をあげたと言えます。1920 年

代初め、秀でたリーダーがいたのがフィンランドのケースです。ユルッポ教授という、今でも伝

説的な、フィンランドの小児医療を率いてきた人の 1 人です。彼は、「全員のお母さんたち、貧

しいお母さんたちだけでなく裕福なお母さんも、直接に顔を見ながら、声を聞きながら、アドバ

イスを得られるような機会、そしてその人が必要な時に、その人に直接にサポート・支援が行き

届くようにと」と考え活動を始めました。こうした取り組みとともに、マンネルヘイム児童保護

連合という民間組織が結成されました。この民間団体は現在でも活発です。みんな、全てのお母

さんへの助言・サポート、それぞれの個別の必要に沿った支援の仕方、この基本的な理念は今も

揺らいでいない、ぶれていません。もう一つぶれていないことは、専門家や研究者たちが一般市

民とのやりとりで専門用語を振り回さない、分かりやすい言葉表現で、個別にちゃんとその人に

合った言葉で届けるということが大事です。そして必要に応じて家庭にも出向くことも現在に

引き継がれています。 

 地域での民間による活動が根っこにあり、そこから良い成果が政策に反映され、制度化へと展

開されていく、こうした流れの中で、ネウボラも制度になり社会に定着しています。市民の側も

受け身で行政が何かしてくれるのを待っているわけではなく、民間団体などを通じていろんな

取り組みが新しく出てくる、これがポイントです。「下から上へ」と書きましたけれども、この

ような政策形成や制度の展開は、ネウボラだけではないというパターンを意味します。精神障が

い者の社会復帰支援のグループホーム、認知症高齢者のグループホーム、就学前のプレスクール

もそうです。 

 今のネウボラのエッセンスとは対話と信頼です。妊娠・出産・子育て期の家族のほぼ 100 パ

ーセントが、本当に出産・子どもネウボラにつながっています。はるばる視察に行ってみると、

何のことはない、見栄えのする建物があるわけではなく、「人（専門職）」がそこにいます。ハコ

物ではなく、人づくりですね。これが日本にとって大切なレッスンです。また、ネウボラそのも

のもでき上がった完成形ではなくて、まだここは足りない、課題があると、建設的な内省が続い

ています。 

 フィンランド語で話していると、これはこうだね、「でも」と続いて話が展開していきます。

必ずといっていいほど「でも」とスイングし、「でも」ここはもっとこうしたらいいのかもしれ

ないねっていうことを、ずっと言い続けています。ファミリーセンターといって、これはヘルシ

ンキ郊外に、商業施設のすぐ近くにあって誰でも行けます。場合によっては予約なしでも行ける

ようになっています。誰もが出入りするドアですから、問題を背負って暗い顔した人だけが行く

ところではなく、いろいろな人がやってきます。「間口は広く、敷居は低く」ということの具体

的な例だと思います。 

 「育児パッケージ」の話をしていると時間が押してしまいますが、本来の目的はポジティブな
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意味での動機付けです。制度化される以前、1930 年代のはじめ、どうしたらもっとネウボラ

に来てくれるかしらと、知恵を絞ってできてきた結晶です。この育児パッケージを受け取るとい

うことは、フィンランドでは子育て家族間と世代間での共通体験です。赤ちゃんとその家族への

社会からの祝福でもあります。もらって悪い気はしません。双子ちゃんだと、育児パッケージは、

1＋1 で２、ではなくて 3 人分です。ご苦労さまという励ましです。もちろんお金と選択できま

すから、箱は二つ、お金は 1 人分という選択肢もあります。三つ子ちゃんだと、1＋2＋3 で 6

人分になります。 

 総合健診は今では全国どの出産・子どもネウボラで行われています。ゆくゆくは日本でもでき

れば良いのにとも思います。定期健診、つまり、定期ミーティングですね、お母さんとお子さん、

赤ちゃん、妊婦さんとかお母さんとともに、その周りに近くにいるご家族はどんなふうなのでし

ょうかと。母子だけでなく家族全体も視野に含めることで、赤ちゃんとその近くにいる近親者の

関係性が健全かどうか把握するきっかけができます。カップル関係がつまずいているところは、

子育てもうまくいかない、このことはフィンランドですでに研究知見として専門職も共有して

います。総合健診は、こうした科学的な知見に基づいている改革で、2011 年から全国で実施

されています。また、DV・虐待リスクについても話題にするよう、ネウボラ専門職向けのガイ

ドラインに書かれています。 

 さらに、家族ネウボラも大切です。これは保健というよりは、ソーシャルワーカーさんと心理

士さんがペアで個別に対応します。お子さんの発達について、保護者がとても心配しているとき、

子育てがうまくいかない、あるいは、家族関係そのものが危機に瀕し葛藤が高まっている、ある

いは離婚に至りそうだというとき、家族ネウボラが対応します。協議離婚とは、フィンランドで

は当事者だけで勝手に話し合い・協議するのではなく、家族ソーシャルワーカーの同席のもとで

の協議です。そこでは子どもの希望や意思も尊重されます。従来、自分は家族ネウボラに行くの

かといった、心理的なバリアがつきまといがちでしたが、今ではなるべくそうした敷居を下げよ

うとしています。つまり早め早めに相談できるようにと、対話につなげていきます。 

 モノローグというのは私が今やっていることですね。専門職サイドとして、とにかく、あれこ

れと言うべきことを利用者に伝えて、基本業務のメニューをこなしておしまいとしていると、聞

かされたほうは、本当は自分が言いたかったこととずれているような気がするのにと、モヤモヤ

した気持ちで帰ってしまう。支援者側が自分の用意したシナリオで話を進めると、本当のところ

とについて利用者は語りそこなってしまうことが多々あります。 

 ダイアローグは、現在、フィンランドではさまざまな領域で重視されています。オープンダイ

アローグは精神医療の領域で、フィンランド北部の地方の町で、1980 年代から取り組まれて

きました。支援を利用する利用者さんと専門職との関係についての考え方が非常に印象的です。

ご本人やご家族がいない場所で、スタッフはそのご本人たちについて語ってはいけない、という

ことが原則の一つです。ついつい、あの人困った人だなとスタッフたちで話していると、ダイア

ローグにひずみが出てしまいます。 

 不確実、子育てもそうですね。メンタルヘルスのつまずきもそうですが、不確実な状況という
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のは、子育てに、暮らしそのものにもずっとつきまとっています。一日一日、一生懸命生きてい

るけれども、発達について気になる、課題がありそうだという時に、これからどうなるんだろう

という不確実な状況で、どうすればよいのでしょうか。何も心配などないと思っていても、その

次の日は何か起こるかもしれません。不確実な状況の中で、本人や家族を孤立させない、支援者

が横にいるということが大切です。 

 私のメンター、助言者であるタンペレ大学のカイヤ・プーラ教授は次のように言っています。

親御さんが子育てで良い関りができた子どもほど、つまり安定的な発達ができたお子さんほど、

大人になっても健康でいられます。これは実際にいろんなリサーチが進んでいます。あるいは、

「乳幼児の育ちへの社会的な支援を手厚くすることは、ひいては、節税につながる」、こう言っ

たほうが行政サイドには分かりやすいような気がしますが、皆さんは、手応えとしていかでしょ

うか。WHO、世界保健機関も、「受胎からの 1000 日」の重要性を訴えています。受胎から乳

幼児期は人の成長にとって一番重要な時期であり、大人になってからも心身の健康に影響する

ということです。 

 日本の場合、利用者さん、子育て家族、ご本人さんたちから見て、支援者はどのように見られ

ているのでしょうか。この点を振り返る時期に来ています。母子保健と子育て支援の整合性と連

続性、これらはまさに切れ目ない支援のあり方を問うものです。支援サイドと利用者さんとの信

頼・協力関係、そして、連携として多様な支援者のネットワークも大事です。 

 子育てそのものも暮らしであって、日々揺れ動いていて変化し続けているっていうことを再

認識しましょう。暮らしそのものは、行政の担当部署や専門職の領域カテゴリーによって区切れ

るものではありません。リスクもあらかじめ全部は分からない、不確実です。でも皆でそれを耐

えようじゃありませんか、ということが、不確実性への耐性を高めることです。切れ目なくとい

うよりは、ひとつながり。人と人が互いの顔を見ることができ、互いの声を直接に聞ける関係で

つながっていけるかどうか、これらがネウボラが日本の私たちに問いかけていることです。 

 日本では子育て世代包括支援センターが立ち上がり、ガイドラインにもあるように、その方向

性としては、ひとつながりで安心して子育てができる地域になるための変革です。そして、「間

口は広く、敷居は低く」ということが重要です。みんなが行くところだと地域全体で認識されれ

ば、スティグマ、あそこ行くのは恥ずかしいという思いを誰もしなくて済みます。学校でカウン

セリングルームとか書いてあったらかえって敷居が高くなって生徒さんがためらってしまうよ

うなことがないような、「ここなら、あの人なら安心」と思われることが大切です。市町村によ

っては使ってなさそうなボイラー室を改造して、相談・ミーティングの場所を何とか確保しまし

たというところもある一方で、窓口対応でパーティションさえも置けないというところもあり

ます。もう一つは、必要な場合のアウトリーチですね。こっちから出掛けていく、それが大事で

す。 

 いろいろなことを駆け足で話しましたが、確かに他の国の制度や政策、直輸入できないものは

たくさんあります。それでも課題は似通っていると冒頭で申しあげました。つまり日本でもこれ

までいろんな取り組みをやってきているし、フィンランドのネウボラのエッセンスからも、いろ
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んなことが見えてくるはずです。運よく、90 年ほどかけてフィンランドで取り組んできたこと

を、私たちは、今、知ることができ、その情報を参考にしながら、今の日本で、それぞれの地域

で自分たちは何ができるのだろうかということが問われています。なかなか全てが一度には解

決することはありません。がっかりすることもあるかもしれません。でも現状がベストではない

っていうのは、フィンランドの人も思っていることです。オープンダイアローグの創始者の一人、

ヤーッコ・セイックラさんが言うように「次により良いものができるかもしれない」のです。だ

から私たちも歩みを止めないで進みましょう。   

 幼年期は相対的に短くてかけがえのない人生の出発点ですね、次世代、子どもの未来っていう

のはどういうふうになっていくんだろうかっていうことを、さらに皆さんとご一緒に考えられ

れば幸いです。ご清聴ありがとうございました。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

髙橋先生、ありがとうございました。せっかくですので、質疑応答の時間にさせていただきた

いと思います。なにかお聞きになりたいことがありましたら、挙手をお願いします。マイクを持

ってうかがいます。どうでしょうか。お願いします。 

 

＜藤井康弘＞ 

 大変貴重なお話をありがとうございました。西東京市で里親をしております藤井と申します。

たとえハイリスクの方々であっても、ネウボラにフィンランドの方々がみんな来ている、もう

100 パーセントに近いぐらいの皆さんがネウボラには来るというところが、日本の行政、特に

市町村から見ると、すごいことだなと思います。何でそうなるのか、ネウボラに行かないと母子

手当がもらえないんじゃないかという説があるのですけど、そういうことなのでしょうか。それ

とも何か別の理由があるのか、その辺りをもう少しおうかがいできればありがたいです。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 とても貴重なご指摘です。これは日本でも新しいセンターなどを立ち上げるときに、どうやっ

てそれを地域に周知するかとか、そういった課題とも近いのです。ネウボラの場合は、やはり 90

年近くかけてずっと取り組みが続くなかで地域や社会に定着しています。定着して浸透してい

る。つまり誰もが、妊娠した、赤ちゃんができるんだとなったら、行くところはネウボラだとみ

んな思っています。そこに行き着くまでに、日本は何年かかるだろうということですね。そこで

急がないといけないのが日本の現状ですけども。つまり、行かないと何かもらえないのではなく

して、来たら、よく来てくれたと言って何かご褒美のようにもらえるほうが、人はうれしいです

よね。先程は駆け足の説明になってしまいましたが、育児パッケージは工夫を重ねとても充実し

たものになっています。こんな素敵な物がもらえるんだとみんなが知っています。そして、自分

もほしいと思うのです。出産ネウボラに行って専門職と面談すればネウボラに来たという証明

書が出て、母親手当（現物または育児パッケージ）の申請をします。そういった手順がはっきり
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していることと、やっぱりネウボラに行って良かったという、支えになってくれるということが、

信頼されているシステムとして定着しているとことですね。何かもらえないから行くんでなく

して、行くということがまず定着しているということがあります。お母さんも行った、おばちゃ

んも行ったネウボラですから、皆行くということが、しっかり定着しています。おそらく学校保

健の中でもネウボラが紹介されていると思いますし、望まない妊娠のときも含めて、そしてどん

な経済状況でも、いろんな状況の人もいて当然だし、みんなが行くところだと皆が理解している

こと、それが大事な出発点ですね。希望が持てず暗闇にいるように思えても、方向性を大きく踏

み外さずに歩いていけるようにネウボラが光を灯し続け、あそこに行ってあの人（自分の担当）

と話せる、そのつながり方ができるかどうかが、これから日本にも求められてくるかなと思いま

す。 

 

＜藤井康弘＞ 

 ありがとうございました。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

ありがとうございました。次の方、どうぞお願いします。 

 

＜ご来場者＞ 

 お話ありがとうございます。日本は、感覚的に男性社会で、育児は女性と役割付けされている

のではないかと思います。その中で、ネウボラには男性も入れて相談もできるという話は、違い

を感じます。日本の中で、男性・社会・企業が価値観変われるような第 1 歩をどういうふうに

踏み出せるでしょうか。政府が打ち出しているものは、良くしていこうという姿勢はわかるので

すが、PR 活動に留まっているように見えます。今、日本で新しい子どもたちがあまり産まれな

い状況で、育児について WHO も言っているような、子ども達にもっと優しいサポートをして

あげる社会にどのように転換できるのでしょうか。最後の言葉は、心に響きました。その第 1 歩

が、このようなシンポジウム始めるのもいいと思いますが、地域・社会で、はじめに動こうとす

る気持ちはどのように実現に繋がるのでしょうか。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 わかりました。一つのお答えはロールモデルです。モデルとして、あの彼はパパとして頑張っ

てるという目立つ人がいるかどうか。議員さんとかビジネス、商工会議所とかですね、その辺が

動くかどうかということも男性にとっては大きな意味があると思います。難しいかもしれない

けども、実際に日本の男性たちに本音を聞くと、実はもっと僕は子どもと関わりたかったってい

うことは多々聞くんですね。でももう一歩踏み出せてないというのは、出る杭になるから怖いの

だっていうことがあるのかもしれません。今の日本は、女性議員が子どもを産んであれこれと言

われますけども、そうした段階を超えていけるよう、意識的に変えるということが必要ですね。
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あまり「そんなことできるか」と思い込まずに最初の一歩を踏み出す、それには勇気がいるかも

しれませんけども。「イクメン」とおだてていいものかというのは、ちょっと複雑なところです

けどね。日本の現状からしたら、そうなのかもしれません。でもそうやっていくうちに、子育て

してみてこんなに見方が変わったと、実感できていきます。子どもが生まれてからお母さんの調

子、妻の様子が全然変わってしまったとか、男性側も驚きの連続であったりします。奥さんのほ

うはホルモンがガタガタになって大変なことになっとるんですけども、そういったこともあら

かじめ分かっているか分かっていないかによって、そのカップルが子育てにどう向き合ってい

くかっていうことと大きく影響します。なので、あきらめずに。もちろんスローガンだけではだ

めだし、行動に移していくということが大事です。ですがいろんなところで、少しずつでもモデ

ルとなるような人たちが出てくるかどうかですね。「そんなことやってられるか」と言って見て

見ぬふりをし続けてきた日本は今の状況に至ってるわけですよね。 

 

＜ご来場者＞ 

 ありがとうございました。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

ありがとうございました。まだ、たくさんお話をうかがいたいところですが、時間になりまし

た。私たちの研究会自体は、「障害のあるお子さんを、障害のないお子さんと同じように地域の

中で育てられる、同じような扱いをされる」ということに端を発していました。最終的に、この

ようなネウボラの話につながったのは、「子ども達のために私たちは何ができるのか、ぜひやっ

てみよう」ということで始まった、私たちの趣旨ともすごく合ったお話をお聞きできたと思いま

す。では最後に、髙橋先生にもう一度大きな拍手をお願いいたします。 
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＜総合司会：光真坊浩史＞ 

では、第 2 部に移ります。私たち研究会は、昨年度から 2 年間活動しておりますが、昨年度

は全国の市町村にアンケート調査を実施し、今年度はインタビュー調査も行いました。自治体で

はどのように取り組まれているのかということを分析いたしましたので、ここからは和洋女子大

学の佐藤先生と日本学術振興会特別研究員 PD の永野先生にご報告をお願いいたします。 

 

＜佐藤まゆみ＞ 

 皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました、和洋女子大学の佐藤と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

＜永野咲＞ 

 日本学術振興会で特別研究員 PD をしております永野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

＜佐藤まゆみ＞ 

 座って失礼いたします。昨年度、市町村のアンケート調査をいたしまして、今年度はその市町

村に対するインタビュー調査をさせていただいたのですけど、その二つの調査についての結果を

報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。『子ども家庭福祉における包括的・継

続的支援をめざして』ということをテーマにしておりまして、まずこの地域包括的・継続的支援

体制の定義をお示ししております。『市町村域ないしは市内のいくつかの区域を基盤として、子

どもの成長段階や問題によって制度間の切れ目の多い子ども家庭福祉問題に、他機関・他職種連

携により包括的で継続的な支援を行い、問題の解決をめざすシステムづくり並びにそのシステム

に基づく支援の体系をいう』と、こうした定義に基づきまして、調査の設計等をしております。 

 まずアンケート調査について報告させていただきたいと思いますが、昨年の 2 月から 3 月に

かけまして、全国の 1718 の自治体、それから東京都特別区 23 区も含めまして、1741 の自

治体を対象としたアンケート調査を実施いたしました。まず調査の目的ですけれど、子ども家庭

福祉制度における分野横断的な地域包括的・継続的支援体制を構想するにあたって、そもそもそ

うした体制の必要性や実現の可否というのがどのようにとらえられているのか、また市町村が活

用しうる人材を含めた社会資源の有無や評価はどうなっているのか、さらに福祉体制のあり方と

共に議論を要する都道府県と市町村の役割分担といったことについて明らかにすることを目的

とした調査であります。 

 この調査方法につきましては、郵送法でアンケート調査、質問紙調査をいたしました。1741

の全市区町村を対象とした調査です。この調査の回答者については、子ども家庭福祉の行政担当

者であり、このテーマに詳しい方を指定させていただきました。最後に主たる回答者ということ

で職名を尋ねました。分析方法はご覧のとおりですけれども、倫理審査につきましては、和洋女

子大学人を対象とする研究倫理委員会の審査を受け、承認された研究ということであります。 

 調査結果につきまして、全体の回収数や回収率はそちらにあるとおりで、45.3 パーセントの
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自治体から回収をいたしました。770 の有効調査票を用いまして分析に使用しています。 

 続きまして、単純集計の結果についてご覧いただきたいと思っております。まず基本的な属性

として、市町村の内訳についてお示ししているのが図 1 であります。これは国のほうで把握を

している市区町村のばらつきと、ほぼ同じような傾向でありました。また人口規模の内訳につい

ても、5 万人未満のところが 66 パーセントを占めるということであります。そして主たる回答

者の内訳についてはこの図 3 のとおりであります。 

 地域包括的・継続的支援の主な変数というところで、図 4 をご覧ください。地域包括的・継

続的支援体制に一番重要な要素は何ですかというふうに尋ねております。この結果を見ていただ

きますと、全体をコーディネートできる専門職の確保というのが最も多く、6 割が回答をしてお

ります。その次に多く挙げられているのが、継続的支援の拠点機関または施設の確保というもの

ですけれども、これが 16 パーセントで、2 番目のものとかなり大きく離れた数値で回答されて

いるということになります。 

 続いて、地域包括的な支援の中で特に必要と考えられる人材を挙げていただいていますけれど

も、この回答を見ていただきますと、保健師が 74.8 パーセント、続いて社会福祉士 61.9 パー

セント、児童指導員や社会福祉主事等の任用資格について 51.8 パーセントが回答されておりま

す。こうした回答というのは、いわゆる社会福祉士や保健師というのは、ソーシャルワークです

とか他機関との調整が得意な専門職でありまして、それが特に必要な人材として認識されている

ということが分かったということであります。 

 さらに、拠点となる機関や施設について、どういうところが挙げられますか、想定されますか

と聞いていますけれど、それで一番多く回答されているのが、子育て世代包括支援センターとい

うことで、全体の 53 パーセントがそれを挙げております。その次に多いのは福祉事務所ないし

は家庭児童相談室というところですね。この二つでおよそ 75 パーセント近くにのぼります。 

 そしてこの地域包括的・継続的支援の拠点となりうる機関の有無についても尋ねておりますけ

れども、この赤い部分は、「なし」なんですね。「拠点になるところがない」と答えているのが

77 パーセントを占めておりまして、「ある」と答えたのは 2 割程度だったということが分かっ

ております。こうした拠点の有無に関しては、いわゆる分権化、市町村を中心に体制を取ること

ができるのかどうかということと、それから専門機関や施設の連携方法等についてとの関連とい

うのを今後検討していく必要があるということを申し添えたいと思います。 

 さらに、この拠点に一番重要な機能としてどういったことが挙げられているかということです

が、最も多く挙げられたのは、このブルーのところですけれども、「子ども家庭福祉の包括的・

継続的ケアマネジメント支援の機能」が 35 パーセント、続いて「子ども家庭福祉の制度を横断

的に活用するための調整をする機能」が挙げられています。そして「子ども家庭福祉の総合相談

支援の機能」が 22 パーセントを占めておりました。 

 続きまして、専門機関・施設の連携方法というところですけれども、こちらはブルーのところ

がとても多く回答されておりまして、連携方法としては、「要対協の調整機関をコーディネータ

ーとしたネットワーク型援助」が 52 パーセント回答されております。その次に赤い部分が「地
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域包括的・継続的支援の拠点をコーディネーターとしたネットワーク型援助」で、29 パーセン

トを占めております。 

 さらに、図の 10 ですけれども、地域包括的・継続的な支援において、人材育成に関して特に

必要と考えられる方法はどういったことが挙げられますかと尋ねております。これについては

「有資格者に対し国や都道府県が研修してコーディネーターとして養成する」という回答が、お

よそ半数を占めています。続いて多いのは「市町村が自前で専門職を確保し、市町村域内の拠点

機関において OJT を含めて育成する」という回答でした。 

 今、主だったものだけ単純集計結果をご覧いただいているんですけれども、この結果を基にし

まして、地域包括的・継続的支援のクロス集計の結果についてもご覧ください。二つの変数間の

関連というのを見ていく分析です。人口規模と分権化の意向について見ているのが次のスライド

です。これは人口規模が 5 万人以上と 5 万人未満のところで区切ることに一定の意味があると

考えられると書きました。実際には各人口規模で切って 2 値化したものを挙げているのですけ

れども、この 5 万人以上と 5 万人未満というのは一つ理由がありまして、児童福祉法に法定化

された市区町村子ども家庭総合支援拠点についても、その拠点の想定している最も小さな設置類

型というのが 5.6 万人という設定です。5 万人という規模は、これともかなり近いということ

を根拠にして、この 2 値化を意味があるというふうに申しております。実際に人口規模と分権

化、市町村でやれるのかどうかということについて尋ねたものの関係を見ていきますと、人口規

模が大きいほど、いわゆる分権化、市町村でやれますよというふうに回答しているということに

なります。ところが大変興味深いのは表 2 のほうで、では、分権化、市町村でやることは必要

ですかどうですかというふうに聞きますと、人口規模が大きいとか小さいとかに関係なく、市町

村でやることは必要と考えられているということが分かりました。このことについて人口規模で

は差が見られない、つまり、どこでも必要だと考えられているということを、やはり意識してお

かなければならないだろうという結果だと思います。 

 そして拠点となる施設・機関の有無と、市町村を中心とする体制に再構築できるのかどうかと

いうことについて見ますと、拠点がありますよと答えている市区町村というのは、拠点がない市

区町村に比べて、「市町村中心にやれますよ」と肯定的に回答しているということが分かりまし

た。そして拠点となる施設・機関がある市区町村については、分権化の必要性についても、拠点

のない市区町村と比べて、より市町村を中心とする体制に再構築することが必要ですよというふ

うに回答していることも分かりました。ということは、拠点となる機関の有無というのは、市町

村でやれるかどうか、それから必要であるかどうか、その感触に影響があるだろうということが

分かります。ここまでが質問紙調査を基にした分析結果の一端であります。 

 

＜永野咲＞ 

 続いて私から、インタビュー調査の結果についてご報告したいと思います。このインタビュー

調査は昨年の 10 月から 11 月に行ったものです。目的、方法についてはご覧のとおりです。先

ほど佐藤先生からご紹介があったように、拠点設置に前向きという分析結果が出た自治体から
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10 自治体を抽出して、直接ご訪問してインタビュー調査を行いました。より深く、どういうこ

とを考えられているかを聴き取るために、質問の仕方は、制度的な側面についておうかがいし、

それからもう一つは援助的な側面についておうかがいするという組み立てにしました。援助的側

面とは、例えば先ほどの髙橋先生のお話にもありましたけれど、ポピュレーションアプローチと

してどういう流れを取りますかということから始まって、リスクがあるご家庭だったらどうしま

すか、それから虐待の疑いがあればどうしますか、DV があったらどうしますかと、具体的な種

別を挙げて、その市区町村がどういう対応をしているか、想定なさっているのかを聴き取り、分

析をかけたということです。 

 今日は、その結果見えてきたことを、いくつかお話しできたらと思います。大きく分かってき

たこととしては、「切れ目のない支援」とよく言われるところのキーワードですけれども、どこ

に「切れ目」ができていて、どこをつなぐのかということが、インタビュー調査から少しずつ浮

き彫りになってきたかと思います。分析の結果得られた「４つの切れ目」についてご紹介します

が、１つ目は組織の切れ目があるのでそれをつなぐ取り組みがされている。２つ目には専門分野

間、例えば福祉であったり母子保健であったり教育であったり、そういった専門分野間に切れ目

が生まれやすいのでそれをつなぐ取り組みがなされている。それから３つ目には、年齢。これは、

お子さんの年齢ですね。お子さんの年齢によって切れ目が生じやすいので、そこをつなごうとし

ている。それから４つ目には種別、先ほど挙げたような、どういったニーズがあるか、虐待があ

るか、障害の疑いがあるか、いろんなことのニーズによって切れ目が起こりやすいのでそこをつ

なごうとしている。この４つの切れ目の接続ということが見えてきたということです。 

 もう少し詳しくお話しします。資料では、この A から始まって J まであるのが、それぞれ自

治体です。今回は、研究的な配慮として、特定されないような形を自治体とお約束をしましたの

で、このように ABCD としています。上から 5 万人未満、それから 30 万人以上というふうに、

人口規模で少し整理をしています。例えば、１つ目の組織の切れ目の状況をインタビュー結果か

ら出していきますと、福祉の拠点と何かが統合しているかということを見ていったわけですね。

「一体」とは組織が完全に統合されている、「同居」は同じ建物内に部局がある、それから「別

居」は別の建物に組織があるという意味です。福祉と教育が一体になっている自治体が 10 のう

ち 2 つありました。それから福祉と母子保健が一体になっているところが 1 つあったというこ

とが、この表から分かることですね。 

 それから２つ目の、専門分野間の切れ目をつなぐという意味では、どのような分析をしたかと

いうと、インタビューで、拠点にいる職員さんはどんな専門領域からいらっしゃっているか、専

門職っていうと少し難しいかもしれませんけど、どういった専門がベースにあるかという意味合

いですね。二重丸が主に動く職員がどの領域の方か、それから丸が拠点内にいらっしゃるという

ことです。福祉、母子保健、保育、教育というくくりでいきますと、大体の自治体が２つ以上の

領域にまたがる職員さんを配置していることが分かっています。この 10 自治体は、拠点設置に

前向きな自治体と申し上げましたが、こういった体制を構築されている状況であると分かりまし

た。 
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 １つ目と２つ目をもう一回、小括、少しまとめてみますと、組織の切れ目をつなぐという方法

には、組織統合という形が一つあるかと思いますけども、福祉と教育の統合、それから福祉と母

子保健の統合というものが見られたということがあります。例えば教育との統合でいけば、教育

委員会の中に福祉を統合する。「教育委員会の中に」ですね、逆ではなくて。教育委員会の中に

福祉を統合するっていう方法をとられているところが２か所ありました。それから保健センター

を活用して統合しているところもありました。組織を統合すれば、情報共有が同じデータベース

でできるというメリットであるとか、すぐにこまめに会議が行われていることも見えてくるとこ

ろです。 

 ２つ目の専門分野間の切れ目というところをまとめると、組織に他分野の職員を配置すること

で、いろんな専門性がそこで発揮できるということになりますね。私は福祉の立場ですけども、

なかなか分かりにくい母子保健のトレーニングであったり、いろんなペアレント・トレーニング

ですかね、そういうことも知識がどんどん高まっていくということも語られていました。それか

ら、専門職間を超えて人事交流が行われているということも分かってきました。例えば、現職教

員を拠点に派遣する、有期で任期を設けて派遣して、教育と福祉の垣根を少し低くしよう、です

とか。別の自治体では、ベテランの保育士さんを一定期間拠点に派遣して、拠点の中で一緒に活

動したノウハウを持って、また今度は保育現場の所長さんレベルになって帰っていくという取り

組みもされていまして、専門職間、専門分野間の切れ目をつなぐという取り組みが分かってきた

ということです。 

 ３つ目の切れ目は、年齢の切れ目ですが、これも拠点によって、対象とする年齢が実はさまざ

まあるということが分かってきました。切れ目として設けてあるところとして多いのは、就学前

後で切るという方法もあるでしょうか。それから 18 歳まで全部を見ますというところもあれば、

一方で、E のところが少し分かりやすいかと思いますけれども、18 歳以降も含んで、市民のラ

イフサイクルを通して見るというところもあることが分かってきました。 

 もう一つ、種別の切れ目ですね。先ほどご説明したように、拠点がどんな対応方法をしている

かということを、種別ごとに聴いていきました。そうすると３つの形があるのではないかという

ことが分かってきました。１つは「マネジメント型」と書いているものですけども、一番上、拠

点が全ての種別にできるだけ対応しよう、対応すべきと考えるタイプ。これは、虐待が疑われる

ケースであっても、非行であっても、DV であっても、拠点が対応すると考えているタイプ。も

う１つは「子育て支援型」としていますが、拠点は子育て支援を中心に行うと考えているタイプ。

最後が「虐待重点型」としましたけども、拠点は虐待またはそれが背景にある場合のケースに主

に対応すると考えているタイプがあるということが分かりました。この３つの類型を見ていくと、

A からこのようにマネジメント型が続いて、G で子育て支援型になり、さらにもう少し規模が

大きくなっていくと虐待重点型というタイプになるかなと思います。 

 3 番と 4 番の「切れ目」についてのまとめですね。年齢によって対応部局を区切る方法が見

られる。一方で、18 歳までを通した支援展開、それから成人期以降のライフサイクルを見通し

た支援を展開する市町村もある。４つ目の種別の切れ目でいけば、これはまだ仮説レベルではあ
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りますけども、人口規模が大きい自治体というのは、拠点がターゲットとする種別を絞ることで、

ニーズのある家庭を取りこぼしなく支援するということを意図するのではないか。例えば人口 5

万人から 10 万人の自治体の中の一つは、小学校区ごとに、何でも相談の窓口というかお部屋を

常設して、職員さんがそこに何人かいる。先ほど高橋先生のお話にあったように、敷居を低くす

る、いつでもおいでというようなことをしている。種別を問わないわけですね。ここの面白かっ

たのは、犬が逃げても相談できますというところで、本当に何でも相談を受け付ける窓口設置を

されていました。窓口というより相談室という感じです。それから一方で、人口 30 万人以上の

大きな自治体では、独自にショートステイ里親を養成して、認定して、そこでマッチングしてと

いうことが取り組まれている場合もある。要するに、種別を絞るか、それとも広く広げていくか

っていうところで、実は二極の動きが見えるっていうことがあります。これが全部を一覧にした

ものですけど、こんなふうに見ていくと、実は見えてくるものがあります。 

 『2 つの調査からの考察』は、また佐藤先生に戻りたいと思います。 

 

＜佐藤まゆみ＞ 

 この質問紙調査の結果とインタビュー調査の結果を使いまして、切れ目のない支援のために、

拠点が何をつないでいくのかということについて考察をさせていただきました。一つは結果にも

ありましたように、切れ目のない支援ということで、４つの切れ目である、組織の切れ目、専門

分野の切れ目、子どもの年齢での切れ目、それから種別での切れ目、これをつないでいく。また

この４つの切れ目をつないでいく役割が、拠点と呼ばれているものが果たすべき機能ではないか

ということがまず一つあります。それから機構改革について、これは組織や専門分野の切れ目に

関わる話になりますが、実際に連携が必要であるけれども実現することが難しいというふうに考

えられている、近接領域、特に教育の分野と一体となるような機構改革がなされていることで、

分野の垣根がないソーシャルワークというのが可能になるのではないかということを考えまし

た。それからマネジメントについては、子どもの年齢の切れ目あるいは専門分野に関わる切れ目

に関係することですけれども、質問紙調査からは、マネジメントや調整ができる・得意とする専

門性を基盤としている社会福祉士が挙げられていたり、それから保健師が必要であるということ

が明らかになってきました。 

 一方、質的分析の結果からも、小さな人口規模の自治体の拠点では、広く全体を把握して関与

していく、拠点自ら関わっていく体制を整える準備もできてますよという意味も含めて、それを

「マネジメント型」と考えてきたわけです。大きな自治体の拠点では、全体を把握はするのです

けども、実際に関わるのは虐待に重点を置いて担当する、それ以外のところは他の部署あるいは

機関につないでいくという特徴が挙げられておりました。このマネジメントについては二つの側

面があります。先ほど、社会福祉士と保健師が必要だという話が出ましたが、割合として保健師

がかなり多く挙げられておりまして、これについては子どもの年齢の側面のつなぎ役としての役

割で回答されているということがあるのではないかと考えられます。特に保健師は、それこそポ

ピュレーションアプローチの中で、生まれる前から子どもの成長発達段階に合わせて、その切れ
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目のない一番ベースになるところをなさっている、そういう意味でつなぐといって、この研究会

が言っている地域包括的・継続的支援の、特に継続のほうに関わるような専門性なのではないか

と考えました。もう一つの必要な人材である社会福祉士について、こちらはマネジメントですと

か調整や資源の間をつなぐということの専門性が言えると思います。全体を見渡す包括性、ここ

を包括的と研究会の定義の中でも言っておりますけれども、そことリンクするのではないかとい

うことが考えられるかと思いました。 

 これが先ほど質的分析の中で、ある人口規模のところでマネジメント型から子育て支援型、そ

して虐待重点型に分かれていく、その分かれ目のところに線を引いていますけれども、確認しま

したら、これが人口 17 万人のところでした。この人口規模の辺りで、種別への対応方法が変わ

ってくる可能性があるのではないかということを、私たちは考えました。 

 そのケースへの関わり手法の違いということで、最後に挙げさせていただいていますが、大き

く特色として三つに分かれる可能性があるのではないかと考察しています。その境目が、先ほど

申しあげました約 17 万人のところではないかということです。これもまだまだ仮説的なところ

で、これからさらに分析が必要ですけれども、17 万人未満の自治体については、拠点は母子保

健のほうで把握した全体の状況とハイリスクの状況の両方を把握しまして、具体的に関わりなが

らマネジメントも合わせてやっていくというやり方をしています。そして 17 万人から 20 万人

の自治体というのを考えていきますと、母子保健が把握した全体の状況とハイリスクの状況の両

方を把握してマネジメントするということが、ケースの数、この辺りはさらに分析進め、追調査

等も必要になるかもしれませんが、難しくなる可能性があるのではないかと、そのため直接関わ

るのはリスクを把握した部署が担当をし、拠点は主担当の部署に取り次ぐ役割を負うということ

が考えられるのではないかと思います。それから 20 万人以上のところでは、いわゆる中核都市

の要件を満たすというところが 20 万人以上になってくるわけですけれども、その規模を超えま

すと、拠点は全体を把握しながら、特に虐待のハイリスクケースに重点化して関わり、その他は

その他の機関・施設に振り直す役割を負っていくということが考えられるのではないかというこ

とで、この三つにケースへの関わり手法が分かれていく可能性があると考察をさせていただきま

した。今後、自治体の拠点の特色を分ける人口規模の基準については、あくまでも前向きな自治

体 10 に関して私たちは分析をしておりますので、妥当性の確認ということで、先ほど申しあげ

たような追調査、あるいは他の質問項目等も分析を踏まえて、総合的に考察を進める必要がある

と考えております。 

 最後は文献をいくつか挙げさせていただきました。私たちからの調査結果の分析報告は以上に

なります。ありがとうございました。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

ご報告ありがとうございました。非常に膨大な量の分析と、丁寧なインタビュー調査での質的

分析を行っていただきました。エビデンスを残すということが、今回の研究での一つの課題にな

っております。今回の分析によって自治体の規模によって少し違いがありそうだということが見
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えてきて、これをさらに継続的により深く研究することで各自治体にご提案できることもあるの

ではないかなと、期待をしているところであります。ぜひ継続的な取り組みをしていきたいと思

います。また詳しくは報告書か、もしかしたら学会等でも発表されるかもしれませんので、それ

の状況をぜひウオッチしていただければと思います。佐藤先生、永野先生、どうもありがとうご

ざいました。本日はインタビュー調査に対応していただいた自治体の方にもご参加いただいてお

ります。ご協力ありがとうございました。 

第 2 部まで終わりましたので、ここで休憩を挟みたいと思います。約 10 分間の休憩を取り

ます。入り口のところで書籍の販売もしております。どうぞご利用ください。 
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＜総合司会：光真坊浩史＞ 

ただ今から、3 部のシンポジウムに移ります。基調講演と市町村の調査を踏まえて、またそれ

ぞれの分野で実践をされている方の報告を聞きながら、今回のテーマについて深めていけたら

と思っております。では登壇される方々のご紹介を簡単にさせていただきます。子育て分野から

は村松先生、里親代表といたしまして藤井先生、障害児分野からは米山先生、ネウボラ視察とい

たしまして古家先生、全体的な助言者といたしまして柏女先生にお願いしたいと思います。では

ここからの進行は、副座長でもあります麦の子会の北川さんにお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 私たちのこの研究会の意識については、最初に柏女先生が説明してくださいました。私は児童

発達支援センターで働いていますけれども、その中に社会的養護の子どもがいたり、児童養護施

設の中には障害児のお子さんがたくさんいたり、地域の子どもはいろんな困り感を抱えている

のが現状です。今は主に子ども・子育て、社会的養護、それから障害児と制度がバラバラになっ

ています。子ども達やその家族は必要に応じてそれぞれの制度の支援を受けていますが、特化し

た制度は専門的な良い支援を受けられるというメリットもある一方で、その支援の中に入った

ら、もう日本の中ではそういう子なのよと色づけされ、バラバラにその子どもたちがそこの制度

の中にくくられる状況になっていないでしょうか。 

先ほど高橋先生の講演の中で、私はすごく感動したのですけど、フィンランドでは赤ちゃんが

一番偉いというところ。今日も赤ちゃん連れのお母さんいますけど、本当に子どもが大事、どの

子も大事、どんな状況になっても子どもが大事っていう日本が、どうやったらできるのかなと考

えて、柏女先生に相談しました。そして、心ある方々が集まって、みんな、どんな子も、医療的

ケアがあっても、虐待されてしまっても、あと先ほどの言葉で言えば裕福な家庭のお子さんでも

そうでなくても、どんな子も大事にされる日本ってどんなふうにできるんだろうねっていうこ

とでこの会が始まって、2 年間たちました。日本財団さんにすごく応援していただいて、本当に

感謝しています。 

これから、シンポジストの先生方には、それぞれの立ち位置での今の実践と課題、今後の方向

性などをお話ししていただき、最後に柏女先生におまとめいただきます。 

それでは子ども・子育て分野から、全国保育士会副会長で、実際の子どもたちやお母さんたち

をずっと支援していらっしゃいます、私も話すたびに励まされる先生です。村松先生、よろしく

お願いします。 

 

＜村松幹子＞ 

 あらためまして、皆さま、こんにちは。全国保育士会で副会長を務め、また、静岡県焼津市の

たかくさ保育園というところで園長を務めております。この道に入りまして 40 年でございま

す。なかなか自立しませんけれども、きょうは 15 分いただきましたので、このような怒とうの
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しゃべりでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 子どもを育む福祉社会、保育所の立場からお話をしてくださいということで、この四つの柱を

メールでいただきました。保育所の役割は何か、そして他機関との連携、それから今後の展望、

さらなる豊かな支援のために何ができるか。この四つのことを、ここでご報告をさせていただき

ます。 

 早速ですが、子ども家庭福祉における保育所の役割ということで、やはりここは私たち保育所

にとっては、保育所保育指針は避けては通れないところです。ここの第 1 章総則に、保育所の

役割というところが記載されております。今ここに出しましたのは、この 4 月から新しく施行

される、新保育所保育指針の文章です。保育所の役割は全部で四つあります。こちらは文章を要

約してありますが、これは児童福祉法に基づいたものになっております。 

 アの、これは保育所の目的が書かれている文章になります。これちょっと省略してありますが、

文章を読みますと、『保育所は児童福祉法第 39 条の規定に基づき保育を必要とする子どもの保

育を行う。』今までは『保育に欠ける』というふうにいわれておりましたが、今回『保育を必要

とする』という言葉に書き換えられております。『その健全な心身の発達を図ることを目的とす

る児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するこ

とに最もふさわしい生活の場でなければならない。』これがまずその目的になっています。子ど

もの福祉を守るためには、やっぱり親の家庭環境がポイントにはなるのです。また後ほどこのこ

とをお話ししたいと思いますが、あくまでも子どもの権利の尊重が、その軸になっています。高

浜虚子の句に、『去年今年(こぞことし)貫く棒の如きもの』という一句がありますが、これを読

んだときに思ったのは、保育所保育を貫く棒の如きもの、それがこの、「子どもの最善の利益」

という言葉ではないかなと思ったところでもあります。保育所の生活において子どもがさまざ

まな人と出会って、関わって、心豊かに成長していくために、この時期においてふさわしい生活

の場をつくりあげる。この生活の場は、生活だけではないですね。教育も含めて、さまざまな子

どもたちが学んでいくという環境そのものをつくりあげていく、それが保育所の役割だと思っ

ております。 

 イは、特性が書かれております。これは私たち保育所において専門性を有する者たちが、家庭

との連携のもとに、養護と教育を一体的に行うというものです。養護というのは子どもの思いを

受け止めるということであり、教育は私たち保育士が子どもたちに願うことです。それが養護と

教育、その両方が相まって、子どもが成長するということになります。忘れていけないのは、保

護者と共に、子どもを育てるという営みであるということがいえるかと思います。それが保育で

すね。 

 それからウ、これはその子育て支援について書かれているものです。保育所は入所する子ども

の支援をすると同時に、地域の子育て家庭への支援も行います。日々の保育に基づいて行ってい

る入所する子どもの保護者への支援と、それから保育所の努力義務である地域の子育て支援、こ

の二つの柱で行われております。安心安全で親子を受け入れてくれる施設としての期待ですね。

今さまざまな保育の形態が保育の現場には参入しておりますが、やはり一番信頼を持っていた
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だけるのは、この認可保育所なんですね。お母さんたちはそこに入るべく、さまざまな努力、い

わゆる保活ということをされておりますけれども、その苦しみの中で、私たちに何ができるか、

支援していかなければいけないなと思っています。虐待防止の観点からも、私たちの仕事は大変

大事です。孤立化を防ぎ、そして子育て文化を継承していく、息の長いことになりますが、それ

こそが虐待の防止の一つの関わり方なのかなと思っています。 

 次は保育士の専門性について書かれているものです。保育士というのは名称独占をされてい

るものですので、保育士を名乗れる人たちっていうのは限られているわけです。ちゃんと資格が

ないとできません。その中で専門的な知識は、発達援助の知識、生活援助の知識、環境構成の知

識、遊びの展開、それから関係構築、保護者の対応、この六つの知識と技術が必要になりますが、

あくまでも全て倫理観に基づいている、これがとても大事です。そしてなおかつ省察し学び続け

るというその姿勢もとても求められます。 

 今回この子ども家庭福祉を、私、主人公を三つに分けて皆さんにお話ししたいと思います。一

つは入所する子どもが主人公になっている場合です。保育所の役割を先ほどお話しさせていた

だきましたけれども、何はともあれ入所する子どもを核として行っていることが、一つの大きな

視点です。現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を養う、培うということを、

私たちはそれを目的として保育をしておりますが、生活や遊びを通して、常に子どもを主体とし

て見守って支えること、そして子どもが自己発揮できる環境や援助をし、何よりも個人差、気持

ちを尊重した保育を行うことが求められます。 

 そしてもう一つの主人公が、入所する子どもの保護者になります。子どもの保護者に対して、

一番分かりやすいのは、保育所保育を発信することですね。うちの保育園ではこんなことをやっ

ていますよ、きょうお子さんはこんな姿を見せてくれました、さまざまな形で保育を発信してい

きます。それによって保護者の皆さんは信頼をされるわけですね。いろんなエピソードをお伝え

します。ほんの一瞬を切り取ったエピソードを保護者さんにお伝えすることで、その保護者さん

は、1 日わが子がこんな幸せな生活をしてきたんだ、と子どもを愛しく思います。でも本当はデ

コボコした、つらいこともあり、悲しいこともあり、悔しいこともあり、だけどその一瞬の幸せ

な姿を見せてくれるエピソードを伝えることが、保護者にとっては何よりの力になると感じて

います。いいことばかりではないです。でも、そういうつらいことをどうやって乗り越えたかと

いうことも含めて発信をする、それが子育て力につながるのではないでしょうか。保護者たちが

その信頼の中で、不安や悩みを放出してくださるということこそが、共に育ち合うということに

つながるのではないかと思っています。 

 「育ちにおいて気になる子どもたち」という言葉を、私たちは使います。この 2 年間ぐらい、

私のいる焼津市という所で、障碍児保育部会を保育園協会の中につくっていますが、そこで研究

をしました。育ちにおいて気になる子って、たくさんのパターンがあるんですね。情緒の面、発

達の面、言葉の面とか、いろんな場合があるのですけども、共通点は、親が子育ての方法をあん

まりよく知らないというところに、どうも根っこはあるようです。関わり方が分からない。産ん

だはいいけど「子どもは自然に育つ」と感じていて、子どもはほったらかされていて、気がつい
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たら、例えば検査をしてみると、1 歳になっているのに育ちの面では 2、3 カ月だったとか、そ

ういうようなケースがたくさん出ました。その子どもたちを目の当たりにしながら、保育士たち

は、まず園でどんな関わりをしていくのか、何を育てていくのか、個別計画に基づいて育ててい

きます。もちろん保護者にもそれを伝えながら育てていくわけですけども、ものの 1 年もしな

いうちにめざましい成長を遂げていく。つまりは、子どもたちが周りの大人とどんな関係をつく

っていくかということ自体が、育ちそのものにつながるということが、よく分かりました。また

何かの機会にご報告できればいいなと思います。 

 三つ目の主人公が、地域の子育て家庭です。先ほどもお話ししました地域の子育て家庭の皆さ

んは、保育所に子育ての専門性を求めておみえになります。初めての育児で右往左往していて、

情報に振り回される方もたくさんおられます。そういう方たちが、子育て支援センターなどを利

用することで仲間ができ、そして気楽に世間話の延長線上でのお悩み相談ができるということ

ですね。保育所はある意味、育児に関する情報の基地でもあるといえるかと思います。 

 次は他機関との連携の現状です。大変小さくて申し訳ないのですけれども、当園の経営書に書

かれているネットワークの現状を、そのまま持ってきたものです。真ん中に当園がありまして、

左側はいわゆる市内の保育の組織、県から市内にわたってです。右側のほうは行政とか民生委員

とか、いろんな相談センターとかも含めたネットワークになってきています。必要に応じてここ

に連絡を取って、いろんな情報をいただいたり、ご支援をいただいていくという状況になってい

ます。 

 組織の連携ですが、これはシステムにおける連携の状況になります。組織の要対協の連携のも

のを図にしたものです。現在、今日の総合司会の光真坊先生にもお世話になりつつ、発達支援ネ

ットワークというものも焼津市でつくっております。本格的に機能するのはまだもうちょっと

かかるかな、未成熟なのですが、取組み中です。いずれこのシステム連携図に載ってくればいい

なと思います。このように子ども家庭の福祉を真ん中に据えていろんな機関が関わっている。こ

れは要対協の関わりですので、全国どこでも同じような形かと思います。 

 これらの状況を踏まえ、今後の展望としましては、保育園においては、やはり日々の相談支援

の体制作りが求められると思います。保育士にはその専門性が若干まだ弱いですね。社会福祉士

の方が保育園にいるっていうのも、なかなかいないです。ともすれば園長がその資格を持ってい

る方もいらっしゃいますが、それが一体どの程度実務的なもので発揮できているのかというこ

とは、ちょっと分からないです。相談援助について専門性を有する職員を育成すること、採用し

ていくことも、今後求められると思います。そしてその職員が支援を受けられるような体制も必

要ですよね。いろんな相談を抱え込んで、苦しい思いにならないような体制をつくっていかなけ

ればいけないと思っています。研修の機会を確保する、それが施設長、園長の仕事でもあります。

そして先ほどの、公的機関と書いてありますけれども、要対協におけるつながりそのものがプラ

ットフォームの上にあるという認識を、私たち保育の現場の者、考えなければいけないし、要対

協そのものもそういう考え方を持っていることが必要ではないかと思います。先ほどの図では、

要対協の連携は矢印が子ども家庭のほうに向いておりましたが、その矢印が全ての機関とつな
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がるクモの巣のような、網目のような、そういうネットワークをつくっていくことが、今後さら

に求められるのではないかと思います。 

 以前、うちの園に、里親さんに育てられたお母さんが、結婚して、お子さんを 2 人入所させ

たことがありました。そのお母さん、いつの頃からか子育て面倒くさくなっちゃって、どっか行

っちゃったんです。逃げちゃったんですね。残ったのは、血のつながりのない里親のおじいちゃ

ん、おばあちゃんと、そしてどこに行っちゃったのか分からない母親を待ち続けている夫と、そ

して罪のない子どもたちです。その子たちが結局どうなったかというと、お父さんは働かなけれ

ばいけません。その里親さんのおじいちゃん、おばあちゃんも、もうお手上げになってしまって、

最終的には社会的養護、いわゆる児童養護施設に入所しています。その後どうなったか私も追跡

はしてないのですけれども、今回のここに出ているメンバーがそのまま集結したような事例も

ありました。そういうことを抱えていかなければならないことも現実にあるということを、その

ときにはあまり重たく考えなかったんですけれども、ある意味これがプラットフォームとして、

私たちがどう機能していくかということそのものなのだと、事例を通して感じたところです。 

 そしてもう一つ、今後社会福祉法人の地域における公益的な活動の取り組みも必要となって

まいりまして、例えば地域の中からどんなニーズがあるのか、それを発見することも必要です。

既に子ども食堂を設置しているところもあります。自園調理で給食室がありますので。それから

地域に向けた子育て講座なども、今後利用していただければいいなと思っています。 

 今後さらなる豊かな支援のためにということで、質の高い保育を実践することが全てです。こ

の質の高い保育というのは、子どもへの言葉かけだと言われております。子どもの権利擁護とい

う意識をちゃんと持つ、子どもに声をかけるということが、どんなに大事なことなのか、どんな

に重たいことなのかということも含めて、それをやっていかなきゃいけませんし、それを振り返

る評価の仕組みもまた必要になってまいります。それによって家庭の養育力をどういうふうに

補っていくのか、力不足を補うというふうに書いておりますが、これは一方的な支援ではなくて、

保護者の自己決定を導き出す、そういう実践をしていかなければいけないと思っています。 

 そのために、PR ですが、全国保育士会が出しました『保育士・保育教諭として、子どもの貧

困問題を考える』、入り口がどういう所にありますよとか、それから子どもの人権を守るために

どういうふうにセルフチェックをしていくのかっていうこと。それから全社協が出しました『気

づく かかわる つなげる』、子どもと保護者の育ちを支えるガイドブック、これらの物を、私

たちも保育の現場で活用しながら、振り返りのツールとして、さらなる保育の質の向上に努めて

いきたいと思っています。まずは私たち保育士会が定めております全国保育士会倫理綱領、柏女

先生に大変なお力をいただいて作り上げたものです。この三つの柱をさらに大切にしながら、保

育の現場で何ができるかということを常に考えながら、活動をしていきたい、保育をしていきた

いと思っております。ご清聴ありがとうございました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。次にお話しする藤井さんと私は、実は同じ年で、年齢がわかってし
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まいますが、共通 1 次が始まった世代です。私が保育園に子ども預けたとき、「共通一次世代の

お母さんたちって宇宙人だわ」って言われたのですが、その「宇宙人のお母さん」に子育てのイ

ロハを教えてくれたのがやっぱり保育園だったなと思います。プラットフォームやいろいろな

家族の課題も保育園に持ち込まれるようになっていますので、もしかすると保育園や認定こど

も園などの存在は日本の本当に大切な財産になっていくのかなと思います。今後もっと専門性

を高めて、いろんな子どもや家族に対応していきたいという、その未来像も語っていただきまし

た。ありがとうございました。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 藤井先生は、厚生労働省で家庭福祉課長もなさり、障害の分野の保健福祉の部長もなさって、

現役の行政官でいらっしゃった頃は、子ども達のために横断的な視点で政策を考えたというご

経歴をお持ちです。現在も、お子さんを育てるというお立場でもあります。藤井先生、お願いし

ます。 

 

＜藤井康弘＞ 

 それでは改めまして、藤井と申します。よろしくお願いいたします。私は西東京市で里親をや

っておりまして、現在も 2 人委託を受けています。その一方で、今、北川さんからご紹介あり

ましたけれども、一昨年まで厚生労働省という役所におりまして、子どもの社会的養護、あるい

は障害福祉の政策担当をさせていただいていた立場でもあります。その両方の立場からお話を

させていただければありがたいと思います。 

 まず東京都で里親をしている経験から、実際にどんなところと、私ども里親が連携しているか

ということをご紹介します。最初に社会的養護の中で言えば、児童相談所あるいは都庁はもう当

然ですけれども、あと里親支援機関ですね。都は都全体を三つの地域に分けて、それぞれ別の団

体に委託をしています。これまで家庭訪問、私ども里親家庭に対する訪問支援は里親支援機関が

行うという整理になっていました。例えば、私たちの体験発表会の事務局もこの里親支援機関に

運営していただき、いろいろ関係の深い仕事をしていただいています。里親支援機関の役割とい

うのは都道府県によってだいぶ違うと思います。 

 それから次に乳児院、児童養護施設など、施設ですね。うちの子どもたちがもともといた施設

とは、当然のことながら、いろいろ相談したりあるいは助言をしていただいたりということで、

割と深い関係になるわけですけれども、そうでなくても、これ厚労省の施策に沿いまして、里親

委託専門相談員、里専員って呼んでいますけども、そういうスタッフを置かれている施設とは、

少しずつ私どもも関係が深くなってきています。ここのところ東京都ではチーム養育体制と呼

んでいますが、新たに里親支援の体制を組み立て直しまして、家庭訪問は施設の里専員が実施す

ることになるとか、役割分担が変わっていくようなことになっています。 

 それから東京養育家庭の会、私も今、理事をやらせていただいていますけれども、地域の里親

会ですね。お互いに愚痴を言い合うだけでも十分に役に立ちます。その下、関連の専門団体、都

内でいえば、うちは子ども虐待防止センターのアタッチメントプログラムのお世話になったり

もしています。それからご近所の皆さんとか書いていますけど、うちはもうあらかじめご近所の

皆さんにも話をしてありまして、あいさつ等々含めて、できるだけ声かけをしてくださいねとか、

そういうこともお願いをしています。 

 あとその下、案外連携が取れているのが、今日のシンポの本題から少し外れるかもしれません

が、しかし佐藤先生と永野先生の調査報告にもありました、学校ですね。私ども自身も、あるい

は児童相談所も、学校には結構丁寧に説明をします。私自身も、学校の担任の先生と電話でいろ

いろ話をしたりもしますし、個人面談には私も女房と必ず 2 人で行って、連携を取るようにし
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ています。 

 それからあと医療関係ですね、医療関係は近くの小児科医はもう当然のことですが、一定の情

報提供をしながらお世話になります。それから医療という意味では、精神科との連携が必要にな

るような場合も結構あります。これはまだこれからの課題だなというふうに思います。 

 それから、ここからが今日の本題なのだと思いますが、まず子育て支援との連携、それから障

害施策との連携の辺りは、児童相談所ないしは児童相談所から委託を受けた里親支援機関が仕

切っていただけるような格好になっていると思います。ただやっぱり個別で見てくといろんな

ことがありまして、私どもの支部の管内でいえば、例えば児童相談所は都道府県なので、子育て

支援策というのが、どの市町村にどんなものがあるかっていうのは案外把握できてなくて、私ど

もも自分が子育て広場などを使いたいときに、児童相談所から情報をいただくよりも、自分で勝

手に探して使っていたというような、そういう状況はありました。しかし、それではやっぱり何

かあったときに、児童相談所との連携が取りにくくなるのであまり良くないなと思って、児童相

談所と相談をして、各市町村の子育て支援策のリストを作ってもらいました。実際に作ってくれ

たのは、里親支援機関です。それから、管内の他の里親さんが直接子育て広場を活用しようとし

たときの実際の話ですけれど、受託した子どもでも、実親が取り戻しに来る可能性があるような

場合には、住所を里親の家にせずに、児相の所在地にしたままということがあります。そうした

場合に、要は里親と一緒に住んでいるお宅に住所がないので、そこの市町村から、子育て広場と

か子育て支援策は使えませんって言われちゃったって言うんです。そういう事例がありまして、

これも児童相談所に「ちょっとこれ、ちゃんと言うてよ」と伝えたら、さすがに言ってくれまし

た。そこは良かったですね。その後、他の市町村でもそういうふうになっているのかというのは、

確認はできていませんけれども。そういった経験もあったりしますので、後ほどまた申しあげま

すけれども、児童相談所中心に、きっちりその辺の連携は取っていくべきじゃないかなと思いま

す。 

 それから障害児施策との関係では、もちろん里親も施設も、制度としては児童発達支援センタ

ーなどなど使えるわけですけれども、これも印象論で恐縮ですけど、やっぱりこっちも基本的に

市町村の所管なので、児童相談所に子どものニーズにちょうど合致するようなサービスを探せ

るだけの十分な情報量がないんじゃないかなという印象もありますし、児相ないし里親支援機

関も含めて、その対応が経験的には施設とか里親任せになってしまっているケースも散見され

ます。児童相談所が直接先方とのコミュニケーションを取って、私たちを含む三者でちゃんと相

談できれば、連携は手っ取り早く取れるんじゃないかと思います。 

 それから障害者施策と書きましたが、障害のある子どもが里親家庭や施設から巣立っていく

場合に、障害者の施策との連携も必要になります。一般就労であれば、子どもが通っている学校

とか、あるいは学校と結構連携取っているのはハローワークだったりしますけどね、ハローワー

ク、あるいは障害者就業・（=ナカポツ）生活支援センターですね、これ私どもナカポツセンター

というふうによく略称していますけれども、こういった所とか、あるいは雇用先の事業主との連

携になってきます。あといわゆる福祉就労とか障害者総合支援法に基づく A 型、B 型とか、そ
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ういったところを使うと、給与だけで生活費をまかなえないような場合、生活保護の対象になっ

てきますので、そういった施策もありますから、やっぱり市町村との連携っていうのは必要にな

ってきます。 

 こうした事例にかんがみますと、里親家庭を支援するための諸施策の連携につきましては、大

きな課題の一つとして、そうした諸施策、いろんな施策があると思いますが、いろんな施策の連

携の拠点をどこに置くかという課題が一つ出てきます。これについては、私はここに資料に書か

せていただいていますように、保護された子ども、社会的養護に入ってきた子どもについては、

子どもと実親家庭の状況を最もよく把握しているのは児童相談所なので、児童相談所もしくは

児童相談所から委託を受けた施設なり里親支援機関なり、あるいは最近の新しい社会的養護の

ビジョンでいえば、フォスタリング機関、こういったところが拠点たる機能を果たすべきじゃな

いかと思います。 

 その拠点となる機関というのは、管内の市町村が展開する子育て支援あるいは障害施策に関

する情報をしっかり収集整理して、里親家庭とか施設に提供をする。それから市町村の関連部署

とか関連機関とか、民間利用者とネットワークをちゃんとつくって、それらのサービスの活用を

マネジメントする。決して、こういう所がありますよって紹介するだけじゃなくて、実際に拠点

のスタッフが出掛けていって、こういう子どもがいるのでこんな連携をしましょうっていう、そ

ういうダイレクトなつなぎをきっちりやっていただけるような、そういう拠点であるべきじゃ

ないかと思います。 

 あと最後に書きました、政令市とか児童相談所設置市のように、社会的養護の実施主体が子育

て支援とか障害児施策の主体と一致していれば、東京都でいえば子家センとか、あるいは児童発

達支援センターが受託をすれば、連携拠点となることもできるんじゃないかと思います。 

 もう一つの大きな課題、これ簡単にしか書いてありませんが、人材の育成、確保だと思います。

児童相談所であれ民間の施設、フォスタリング機関であれ、子どものニーズに寄り添ってこれを

いろんな施策を結びつけていく、つまりソーシャルワークだと思いますが、それを担うソーシャ

ルワーカーは、単に社会福祉士の資格をもっていればいいというわけではなくて、一般的には

OJT でかなりの経験を積み重ねていただく必要があると思います。私も里親として、普段、児

相の児童福祉司の皆さん、すなわちソーシャルワーカーですが、時々接しますと、何人か本当に

優秀で熱意のある方にもお会いしましたけれども、そうでないと思わざるを得ない方々もたく

さんいらっしゃって、結構困ったりもします。概して今の、特に東京都の児童相談所なんかは、

余裕のない勤務状況になっていますので、かなり同情すべき状態とは思いますけれども、しかし

人数が少なすぎるということの問題の裏返しなので、その意味では質的量的にソーシャルワー

カーを養成するということが、どれだけ重要な課題であるかというのは、もう私は日々身にしみ

て感じているところです。恐らく今の日本の福祉の最大の課題を一つ何か挙げろって言われた

ら、私はこのソーシャルワーカーだけとは言いませんけど、福祉人材の養成だと思います。 

 厚労省のほうも、社会福祉士のカリキュラムなどの見直しは考えているみたいで、そこは私も

もっと実務経験を重視する方向で、ぜひお願いしたいと思っているのですけれども、ただ、普段、
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私も社会的養護とか障害福祉で、何人かの、どういう言い方をすればいいのか分かりませんが、

「スーパーソーシャルワーカー」みたいな方々と接していますと、資格を取るための知識とか、

あるいは単なる経験年数とは、ちょっと切り口の違うような資質というか、資質というよりも仕

事に対する姿勢とか、あるいは対象者のニーズを満たすためには、自分の頭の中に、例えば制度

の壁とかあるいは時間の壁とか、この時間までしかできないとかそういう時間の壁ですね、そう

いうのを全く設けない積極性というか前向き感っていうか、決して前のめりっていうことでは

ないですが、そういう前向き感、あるいは常に相手のニーズから物事を考える発想の仕方という

か、そうした要素というのは、スーパーソーシャルワーカーと見なさせていただける皆さんには

共通する感じがしています。ソーシャルワーカーにつきましては、そんな要素を、児童相談所で

あれフォスタリング機関であれ、他施策を含めたソーシャルワークに携わる方々に、どうやって

伝えていったらいいのか、あるいは体得していただけるのかということ、これはかなり難しいで

すけれども、私はこれも最大の課題だというふうに思っています。以上です。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 今の日本は、本当に社会的にバックアップしなくちゃいけない家族が増えているなと思いま

す。私たちの児童発達支援センターにも、1 週間に 3、4 回児童相談所のケースワーカーさんが

いらして、多くの情報をやり取りしますが、それらの情報は必ずしも整理共有されたものではあ

りません。この子とこの子が来たけどソーシャルワーカー同士はつながっていなくて、というこ

ともあります。まだまだ日本の子どもたちの困り感に対して、今、藤井さんおっしゃったように、

ソーシャルワークというか、周囲の人のいろんな支えが少ないんじゃないかという実感があり

ます。フィンランドのネウボラおばさんの例では、どんなふうに国として支えているのでしょう。

後ほど、聞いてみたいと思います。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 では米山先生、障害児支援の立場で、よろしくお願いします。 

 

＜米山明＞ 

 米山です。よろしくお願いします。先ほど高橋さんのところで『地域の実家』とおっしゃって

いました。私の実家は長野県の駒ヶ根という、人がいい地域なんです。私も大人数の家庭といい

ますか、商売をしているので、従業員の方々と一緒に 10 人ぐらいで食事をしているようなとこ

ろで、近所の人とかみんなに支えられて育ってきました。人からはスーパーポジティブとか言わ

れています。今日、私のスライドといいますか資料が一番多くて、15 分無理って北川さんに言

われてますが、15 分で話したいと思います。 

 2 点ありまして、一つは私の経験から、障害児の支援をしていること、それから医療型入所施

設あるいは通所施設に携わっており、小型の養護施設の嘱託もしていますので、そういったこと

も経験踏まえながらお話をさせていただくことと、もう一つの私の所属が、板橋区の子ども発達

支援センターの所長をしていまして、きょうの研究報告がとても参考になって、昨年は佐藤先生

も来ていただいてお話をいただいたんですが、その仕組みについての課題をまとめたので、お話

をさせていただきたいと思います。 

 一つは障害児について言いますと、北川さんも児童発達支援センターをやってらっしゃいま

すが、通所事業もそうですけれども、ここにあるような児童養護施設の入所等調査というのを 5

年ごとにやっています。実はこの統計調査上、児童福祉施設とされている中から障害児施設がず

うっと外れていました。里親等の調査が前回から入って、平成 29 年度からやっと障害児の入所

施設もこの調査対象になったということになりました。今後、これからお話しするような内容が

より明らかになってくと思います。 

 これは厚労省まとめのものを利用させていただいていますけれども、いわゆる養護施設の中

でいえば、約 6 割が虐待被虐のお子さんたちが入所されていますし、里親さんにあっては当然

もっとたくさんいらっしゃるわけですけれども、そういった社会的養護の必要なお子さんたち

っていうのは、もちろん障害児施設にもたくさんいらっしゃいます。ご存じのように、虐待のハ

イリスク、子ども側の要因として、発達障害とか発達の遅れ、偏りっていうのは、そうでない場

合よりもリスクが 4 倍から 13 倍高いという児童相談所からの調査報告があります。子育てが

本当に大変なのだと思います。 

 これは厚労科研の調査を、私どものセンター長が主任研究者となって行った「障害児入所支援

の質の向上を検証するための研究」の結果ですが、ここで分かってきたところが、福祉型あるい

は医療型入所施設全部平均して入所児童のうち 32 パーセントが疑いを含めた被虐待児童であ

るということです。一番高いところで福祉型の主体のところでは 50 パーセントっていうとこ

ろもありますし、一番多い施設として知的な入所施設、知的というところでいうと 40 パーセン

トを超える状況で、とても高い率で入所されています。 

 実際に虐待の種類というところで見てみますと、養護施設で入所されている方々のネグレク
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トが多いということになっています。心理的虐待という評価は難しいわけですけれども、同じぐ

らいの割合いらっしゃいます。今回調査して一つ分かったところは、一般の養護施設の中でも、

親の精神疾患、性格の課題とか、もちろん生育歴の中での虐待を受けたっていうパーセンテージ

は当然高いのですけれども、知的な入所施設の中で見たところでは、知的な障害のある方々の課

題が虐待者の課題として一番高い、という調査結果になりました。やはり虐待者といいますか親

御さんたちへのケアについては、家庭引き取りも含めたときに、配慮してかなきゃいけないなと

いうことが分かりました。これは私も、北川さんも、今日の司会の光真坊さんも入っていますが、

子ども虐待防止の学会で、障害児虐待予防ワーキングというのがありまして、継続的に活動して

います。 

 ちょっと戻りますけれども、実は、入所の中でも障害児の施設は、契約の方々が結構多いので

すけれども、そこでも被虐待の方でも1割ぐらいはまだ契約というようなことになっています。

さらに一番課題なのは、ご存じかもしれませんが、今、児童養護施設では職員対子どもの比率は

4 対 1 になっていますが、実は障害児施設は 4.3 対 1 という、障害児施設のほうが実は職員の

比率が低いということになっているんです。そういったところで、ケースワークも含めながらや

るっていうのは、なかなか厳しいことです。実際に入所施設がそういう比率でやれるかっていう

と当然できないので、実質的にはグラフにありますように、大体 2 から 2.5 対 1 くらいの職員

をあてがって、何とか経営しているというのが現状で、来年度の 4 月から少し加算が付くとい

うことになったようですけれども、こんな現状で、皆さん、より丁寧に、障害のあるお子さんた

ちの心のケアも含めて、何とかやっているというところですね。 

 そういった立場からすると、今後の社会的養育ビジョン、「新しい社会的養育ビジョン」の中

には、障害児のこともたくさん含まれていますけれども、そこの中である、「ケアニーズの高い

子ども」という表現。これってどういうことかなと私なりに見ていきたいと思います。ただ、専

門家委員会に障害児の専門家は入っていないものですから、その辺を含めていただきながら、施

策を今後もいいものにしていっていただきたいなというのが一つ大きな要望です。 

養護施設では何らかの障害の方々が約 3 割となっていて、今、注目を浴びている発達障害等

も含まれていますが、その 3 割の中の内訳では、被虐のお子さんたちの反応性の愛着障害や

PTSD などの方々もいらっしゃいます。これは九州大学の大神先生も著書にお書きになってい

ますが、愛着というのは、この乳児期・幼児期の中でとても大事になってきます。これは資料に

はありませんけれども。あと PTSD と ADHD、あるいは不安障害と ADHD、あるいはその手

前の自閉スペクトラム症との兼ね合いがあり、その辺の鑑別は難しいですし、発達障害があるが

ゆえに虐待を受けてというように要因が重複している場合もありますので、そこのケアはとて

も難しいと思っています。 

 これはオランダの統計ですけれども、軽度であっても遅れのある方というのは、実は行動の問

題、情緒の問題っていうのはとても起こしやすいということが統計上分かっています。その辺り

のお子さんたちのケアは、養護施設にしても障害児施設にしても、とても難しいですが、そこは

より手厚く対応することが必要だろうと思いますし、やはり支援者は子どもの特性を理解し、し
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っかり支援できなければなりません。先ほど藤井さんからもお話がありましたけども、人材育成

という意味では、今度から児童発達センターや専門家が養護施設にも入れるようになりました

が、そういった職員は、自分たちのその子どもたちの特性を理解するような勉強を進めなければ

いけないなというところです。 

 板橋を例に、仕組みのことに移っていきたいと思います。国の支援も含めて、板橋の子育ての

相談をできる場所は、こんなにたくさんあるんですね。保育園から含めてたくさんあります。そ

こに、私どものセンターの医師等が出向いて子育てをできる限り共通した形にしたいなという

ように願ってやっていますけれども、ただ、いかんせん、障害福祉と母子保健、家庭局、それか

ら教育、その辺の垣根っていうのはとても高いです。全国的に障害福祉計画の第 1 次が今度で

きますので、その中で連携していこうと一生懸命やっています。こういうネットワークを、もう

15 年近く組んでいますが、まだまだ垣根が取っ払えないなあというのが実感です。現在は、私

が所長をしている子ども発達支援センターが、母子保健の保健所長の下の要対協を開けるとい

う形にしていただいているものですから、発達の関わりの心配な方をみんな要支援児童として、

ネットワークを組んで、要対協を通じて情報共有をしようという取り組みをしています。 

 今後課題として、縦の連携、移行支援も含めて、サポートファイルつくろうと言いながらつく

れていませんが、取り組みたい内容です。教育との連携もここで切れてしまうとか、そこから先

なかなか難しいというのがあります。板橋は医師会が結構頑張っていて、大学病院も二つあって、

子どもの心のケアをする開業医さんも、5 歳健診をしてくださる医師も 30 人もいらっしゃい

ますし、ここの心理やるぞって言って勉強会をしている先生方も 14 人もいらっしゃいます。私

たち医療関係者は、小児科、あるいはクリニックさん、今かかりつけ医と呼ばれていますが、赤

ちゃんのときから、あるいは産まれる前から、そのご家庭を支援し、長く見ていけるという立場

です。垣根を越えた形で、みんなを育てる、みんなを支援できるような形をつくっていけるので

はないかと思います。このキャンプにも、養護の必要なお子さんたちも含めて行ったりしていま

す。 

今後も、障害がある子ども、ない子ども、全ての子どもが安心して育てる行政、社会づくりに貢

献していきたいと思っております。以上になります。ありがとうございました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。米山先生がおっしゃっていたように、いろんなところに障害のある

子もいて、虐待を受けた子もいて、それぞれいろんなところで支えていますけれど、困っている

子が本当に多いです。 

柏女先生と最初に話したときは、障害のある子も虐待を受けた子も、いろんな診断がついてい

るかもしれないけど、支援として行うことは同じなんですよ、ケアは同じなんですよとお話しま

した。やっぱり、アタッチメントが大事だし、心のケアが大事だし、それが最終的に大人になっ

てから障害が治るとか治らないとかじゃなくて、健全な大人になっていくというところは共通

しているんです、というお話をしました。今日は、米山先生からも同じメッセージをいただきま
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した。ありがとうございました。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 最後に古家先生、最後まで「なんで私なの、やりたくない、やりたくない」って言っていたん

ですけれども、ぜひよろしくお願いします。 

 

＜古家好恵＞ 

 麦の子会の古家と申します。よろしくお願いします。今回は、フィンランドに行ってきた報告

をしてと言われまして、そんなのできないから高橋先生を何とか説得して来ていただこうと、全

く面識もないのに押せ押せで必死になってお願いして、他に予定があったのにも関わらず、変更

して来ていただきました。なのに、シンポジストにされてしまったということです。 

 包括的子育て支援をこれからやっていくには、フィンランドから学んだほうがいいよねとい

うことで、北川園長と一緒に事務局のメンバーで、フィンランドに行ってきました。これは地域

ネウボラの、男性がドクターで、右側が保健師さんです。行ったときに、ちょうど保健師さんが

子どもの発達検査をしていました。外国から来た私たちに、「いいですよ」と検査の様子を見せ

てくださったんですよね。私が想像していた以上に、専門性のある、優しくてすてきなネウボラ

おばさんたちでした。ここはカンガサラ市、人口 3 万 1000 人なのですけど、ルターナン地区

ネウボラというところでした。小学校が 2 校あり、毎年 50 人から 60 人の赤ちゃんが生まれ

ています。6 歳未満の子どもは約 500 人で、保健所、歯科診療所が併設され、向かいに保育所

がありました。スタッフは医師 3 名、保健師 3 名、看護師 1 名、看護助手 1 名でした。ここで

は 1 人 1 時間、いろいろな問題、子育て、タバコ、アルコール、麻薬、栄養などの相談や、病

気の予防を行っておりました。「ここに継続して相談に来てもらうためには、スタッフが信頼さ

れる必要があります」ということでしたので、その秘訣は何ですかってお聞きしたところ、「平

等の目線で一緒に考えることです」と答えられていました。「家族全員が健康であれば子どもも

健康です。これが一番大事です」ということでした。問題が起きる前に支援して、孤立を防いで、

発達の遅れがあると大学病院を紹介します。障害が確定した場合には障害者センターへ行くこ

とになります。保育園の特別ニーズの子には、保育計画にも関わります。大学病院、家族ネウボ

ラとの連携が行われます。 

支援することで、家庭が、自分で自分を助けることが出来るようになるんですよとおっしゃっ

ています。例えば、10 代のお父さんとお母さんが来て、「赤ちゃんに夜ミルク飲ませたほうが

いいんですか」と相談に来たときに、「赤ちゃんはあなたの赤ちゃんですよ。だから二人でどん

な状態か赤ちゃんをよく見てください。それで夜にミルクを飲ませたほうがいいなと思ったら

飲ませていいんですよ」というふうに、自分で自分を助けられるようにアドバイスするというこ

とでした。自分を助けられるようになると、支援の必要がなくなっていくそうです。 

 次にタンペレ市、人口 21 万人の家族ネウボラを見学しました。ここでは子どもの成長、発

達、家族の課題などに焦点を絞った支援を行っていました。子ども・家族ソーシャルワーカー、

心理士、小児科医が、チームで支援をしていました。フィンランドはすごく離婚率が高くて、離

婚の相談がとても多いそうです。それから同棲している人も、別れ話の相談に来るということで
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した。そういう場合は、できるだけ別れないように、離婚しないように、相談に乗っているとい

うことでした。ネウボラの対応を踏まえて、ST、OT、心理士がセラピーを行っています。ピア

グループともつなげています。地域ネウボラから紹介されてくるのですけど、家族ネウボラでは

もっと深い話の相談を受けることになります。子どもの問題か、親子の関係か、家族の関係かを

考えて、解決方法を探ります。また、子ども・家族のための在宅支援サービス、ホームヘルプな

どにつなぎます。ここで強調されていたのは、親の助けをしなければ子どもを助けられないとい

うことでした。助けるんだ、市民を助けるんだという熱意と意気込みが、所長さんから感じられ

ました。 

 次に行ったところが、タンペレ市にあるヒッポス保育園というところでした。ここは 5 クラ

スあって、4 クラスがインテグレートでインクルーシブの学級で、自閉症とか肢体不自由の子ど

もがいました。もう 1 クラスは言葉の遅れのある子どもたちがクラスに入っていました。1 ク

ラスは 13 人で、幼稚園教諭 1 名、保育士 2 名、ボランティアが担当していました。左側の写

真は、3 歳児の子どもたちですけれども、自分で座布団を持ってきて、朝の会の準備をしている

ところです。私たちの療育の場合でも、先生が「こっちだよー」とか結構大きな声を出して子ど

もを呼んだりするんですけど、ここでは、もう日課が大体分かっているので、子どもたちが自主

的に座布団を持ってくるそうです。先生は、極力指示を出さず、自分たちが自主的に活動できる

ように、見守っているということでした。 

右端のほうの写真は、外遊びをして帰ってきたところです。北海道と同じぐらいの気温なので

すけれども、スノースーツの上にまたズボンをはいて、まだ雪が降ってなくて泥だらけでしたけ

ど、帰ってきたらそれを洗濯機で洗って乾燥させて、また午後から外遊びにそのズボンをはいて

出掛けるということでした。子どもは子どもであればよい。遊びの中で自己肯定感と自己効力感

を高めるということで、遊びをとっても大事にしていました。 

 フィンランドでは、平等で、どの子も同じように幼児教育を受ける権利があるということで、

障害がある子どもも同じ地域、同じ保育園に通っています。幼児教育計画は全員の子どもに行い

ます。個別とインテグレーションの観点で行っています。このときに、子どもが全ての計画に参

加する、子どもが中心でなければならないということでした。そして子どもが自分で発想して遊

ぶように、教師は教え込まないことが大切。先ほども言いましたけど、遊び中心の日課で、指示

しすぎない、子どもの自主性を大事にするということでした。それからフィンランドの国策で、

1 日 2 回は外遊びをするということで、全国どこの保育園でも、1 日 2 回、外遊びに行ってい

ます。フィンランドの親たちは、自分の子どもが障害のある子どもと遊べることを尊重し、チャ

ンスととらえています。子どもたちはお互いに興味を持って、食事、昼寝、遊びの共同の活動で、

自然に子ども同士の関係をつくっていく。子どものときに知り合った子どもたちは友達関係が

ずっと続いているということでした。人に優しい社会がつくられていると、園長先生が話されて

いました。 

 フィンランドでは、切れ目のない子育て支援、それからネウボラ活動はフィンランドの 100

パーセント近くの大人に知れ渡っています。先ほども高橋先生がおっしゃっていましたが、ほぼ
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全ての人がネウボラのことを知っているんですよね。だから専門家に相談、重要なのは、「専門

家に」ですよね。隣のおばさんにじゃなくて、専門家に相談することが日常生活になっているん

だということでは、やはり私も驚きました。それから妊娠が分かると健診、それはもう先ほど高

橋先生がおっしゃっていたとおりですね、子どもの成長を見守り、その親と家族を支援する。子

育て、経済状況、家族関係の領域まで、一緒に対処法を考え、支援を提案する。地域の障害児を

把握することについても、地域ネウボラでは、自分たちの見ていた子どもが障害児センターに行

ったり、あるいは保育園に行ったら、保育園にも見に行ったりして、全て把握しているというこ

とでした。あと、家族ネウボラの専門家による家庭、保育園、学校へのアウトリーチとコーチン

グですね。これがとっても支援には大切だと見なされていました。 

 私たちは、今後包括的子育て支援をするにあたって、このようなことを学んでいかなければな

らないのではないかと考えます。日本の制度を見てみると、母子保健、子育て支援、社会的養護、

障害児支援は、先ほど米山先生もおっしゃっていたように、別々の制度になっています。だけど

も子どもたちは重なっているんです。そして子育ての困り感は、例えば妊娠、出産、子育て、虐

待、シングルマザー、貧困、非行、引きこもりなど、底辺でつながっています。 

 これは麦の子の児童発達支援事業での、お母さんと子どもたちの様子です。お母さんと子ども

たちと遊んだ後に、心理士がお母さんたちにそれぞれの子どもの発達の説明をして、お母さんた

ちから育児相談を受けます。この場は、ありのままの気持ちを出せて助けを求められるようにな

っていて、「育児が楽しくなってきた」や「1 人がよかった自分だったけど、不安やつらいとき

に人に話したいと思えるようになった」と、お母さんたちが自分の気持ちを話せる場でもありま

す。 

先週の土曜日、麦の子会で卒園児のお母さんたちの感謝会がありましたが、そのときに卒園児

のお母さんが、「自分の子どもに障害があるっていうことで絶望的になった。だけど麦の子につ

ながることで、子育て仲間ができた。それから専門家の相談を受けることができた。さまざまな

家庭支援を受けることができたことで、絶望から希望へ変わることができました」とおっしゃっ

ていました。今後の包括的子育て支援は、日本全国どこに行っても、困っている親子が、絶望か

ら希望に変わる支援になるように、私は願っています。これで終わります。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。基調講演で高橋先生がお話ししてくださったので、ネウボラの話は

より分かりやすく伝わったかなと思います。本当に、何かがどこかから突破していかないとなか

なかできないことと、最後に麦の子の実践報告もしていただきました。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 柏女先生、シンポジスト 4 人の発表に対してコメントいただけますか。 

 

＜柏女霊峰＞ 

 4 人のシンポジストの方のご報告をうかがいながら、自分がたどってきた道を考えていまし

た。児童相談所で子どもの心理診断を 10 年間やってきました。子どもの分野の問題は必ず底辺

で全部つながっていることは理解ができるのですけれども、地域で包括的に支援をするという

ことは、考えも及びも付かないところでした。そんな中で、子どもたちの問題は底辺でつながっ

ているのだから、やはり地域の中で包括的に、その問題をしっかりと考えていかなければいけな

いなと思って、この問題に取り組んでいます。 

 先ほど、高橋先生もおっしゃっていましたけれども、子どもたちの生活あるいは子どもの問題

というのは、どこかでつながっていて区切られていない。そうなんですけれども、何か問題があ

ると、それを特定の困り感に分類をして、そしてそれぞれの舞台で支援をするということが、今、

中心になっています。それはそれで専門分化してきたということは大事なことだとは思うので

すけれども、その専門分化してきたものが、今、実施主体も違うし、それからお金の出どころも

違うし、中心となる専門職も違うし、専門性も違うし、それから利用の仕方も全然違う、利用料

も違うというふうに、それぞれがそれぞれの世界で進んできたがために、その専門分化は、制度

のほかにメゾレベル、ミクロレベルも含めて全く違うシステムになってしまっているというこ

とが、今大きな課題になるのではないか。だから専門分化したら、今度はもう一つ、統合の形に、

これから進んでいかないといけないのではないだろうかということを感じます。 

 その一つの手法がワン・ストップだったり、あるいは総合的にコーディネートできる人材の養

成だったり、制度間の切れ目をなくすための制度改革ももちろん必要ですけれども、マクロレベ

ル、それからメゾのレベル、そしてミクロレベルでも、全ての分野で、今、考えていかないとい

けないと思いました。それぞれの分野からご報告していただいたものの中から共通点を見つけ

出していくということが、とても大事だと思いながら、お話をうかがっておりました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。私は、心理の仕事もしています。大学でソーシャルワークを、大学

院で心理を学びましたので、実習では、毎週東京の某有名な精神科のカウンセリングですごく厳

しい状況の方々を見て、大変なことだなと、どうして子ども時代の支援が行き届いてないのかな

って、つくづく思ったのを覚えています。今日は、和歌山の精神保健福祉センターの所長の小野

先生がいらっしゃっています。小野先生は、思春期のいろいろな非行のことや発達障害のこと、

思春期になってから困り感が出た子どもの支援をずっとなさっています。先生から見て、子ども

時代から家族と子どもへの支援がこうあったら良いのになぁというような、先生の思いを教え

ていただけたらと思いますが。すいません、突然でして。いかがでしょうか。 
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＜小野善郎先生＞ 

 小野と申します。突然のご指名で非常に戸惑いますけれども。児童虐待の仕事をずっとやって

きて、今日のフィンランドの話なんかも、結局早期からの支援が大事だっていうことで、乳幼児

精神保健のことでフィンランドの先生がたとも関わって、割とよくその辺はなじんできたこと

です。ただ、今、お話しいただいたみたいに、思春期をやるようになったっていうのは、結局予

防がものすごく大事なのだけれども、なかなか全部を把握しきれないし、リスクは把握できるけ

れども実際の支援としてそれをうまく適応的に導いてあげることが難しいということがある。

それと今の東京都なんかの現状を考えればすごい状況になっているわけですけれども、ちょっ

とやそっとだと、見守るっていうふうにせざるを得ないところがあって、理念としては予防とか

早期介入っていうことは誰もが認めるところなのだけれども、なかなかそれがうまくいかない。 

 私は、児童精神科医として、それをやろうとはしてきたんですけど、結局できない。できずに

思春期になって大変になってきちゃう子がいても、われわれが予防の方向だけ見ていると、今、

目の前で大変な状況になっている子たちを診る児童精神科医が実はすごく少ないという現状が、

自分ではがく然としたわけです。われわれの役割とか責任というのを放棄してしまっているよ

うな自己嫌悪に陥った時期がありまして。特に発達障害が非常に、私はブームという言葉を使う

んですけど、ブームになってしまっていて、また発達の早期の子への注目が強くなってしまって

いて、本当に思春期になっていろいろ問題が顕在化してくるのだけど、そこで専門的に対応する

人材っていうのが非常に減ってきているっていうことがあります。残る余生はそこを頑張らな

ければいけないと思って、今やっています。その支援の場としては高校が一番合理的であろうと

考えます。高校進学率が 99 パーセントになっていますので、ほとんどの子たちが、そういう困

難を抱えた子たちも結局何らかの形で高校に行きますので、ここでがっちりと抱えてあげよう

っていうことを、今、考えて、そういうことを、こそこそと主張しているとこなんです。 

だから、予防っていう早期の支援というのはものすごく大事なんだけども、それだけにみんな

が行ってしまうと、そこからこぼれちゃった子たちが、中高生になって行き場がなくなってしま

う、どこともつながらないっていう状況になってしまうので、そこも含めた形で、ずっと一貫性

のある形での支援構築が発展すればいいなと思います。まとまりませんが。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございます。今、予防という視点のお話がありました。予防するにあたっても、私

たちから見て支援が必要な状況だと思っても、保護者が支援を必要と感じていなかったり、また、

困り感があっても、気さくな専門家や話しやすい雰囲気じゃなかったりすると、本当に困ってい

ることや辛いことを語れなかったりするので、まだまだ予防にも課題はあると思います。 

小野先生から、継続的に、青年期・思春期になってから課題が出てしまう子どもをどう支える

かという新しい視点を与えていただきました。ちょうど、昨日、私たちも中学になってから支援

を求めて来た子と向かい合う機会があり、なかなか厳しいけれども必ず希望はあると思ってい

たところです。 
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 もうひと方、お医者さまがいらっしゃっていて、国立障害者リハビリテーションセンターの西

牧先生、すいません、またまた突然なんですけれども、全体をお聞きいただいての感想でも構い

ませんので、よろしくお願いします。 

 

＜西牧謙吾先生＞ 

 今日は、ネウボラに関心があって参加しました。昨年も参加させていただきました。実は私の

ベースはもともと衛生行政で、母子保健に関心がありました。ネウボラのことは、フィンランド

の小児病院創設者であるドクターユルッポから始まったと聞いています。僕の出身の大阪市立

大学の初代小児科教授である高井俊夫が大阪で始めた「子供の城」というダウン症の子どものた

めの療育機関があるのですが、子供の城という言葉を調べていて、ネウボラに出会いました。そ

ういう流れで、日本の母子保健についてずっと考えてきました。僕は医者ですけれども、大阪の

堺市という所で衛生行政に十何年間携わりました。保健所長もしていました。その後は国立特別

支援教育総合研究所というところで学校教育にも関わって、そして今は国立障害者リハビリテ

ーションセンターで病院長と発達障害情報支援センター長をやっております。 

 今日一番思ったのは、教育という視点が抜けていたという気がいたします。衛生行政で母子保

健が一番華やかな頃というか、一番国がお金を使っていたのは、昭和 50 年代ですね。その後私

が保健所に勤めていましたころは、高齢者施策が中心で、子どもに対してお金が回っていないと

いうことをつくづく考えさせられました。その後、教育に移り、教育の中でも、実際には特別支

援教育という枠の中で仕事をしたのですけれども、発達障害というものが入ってきて、実は僕は

すごく特別支援教育に期待したんですね。どういうことかというと、それまで特殊教育と呼ばれ

ていた中に、障害のある子どもが全部放り込まれていたのが、小中学校にいる発達障害の子ども

に焦点が当たった。それすごくいいことで、そして特別支援教育というのが全ての小中高等学校

を対象にするようになったわけですが、実はこの国のそうした政策にも関わらず、障害のある子

どもは特別支援教育、つまり通級指導とか特別支援学級とか特別支援学校とかに多く吸収され

て、特別支援教育課は、そこの中に入ってくる子どもがどんどん増えているということで、ちょ

っと言い方悪いですけど、わが世の春みたいな状況になっているわけです。本当は、それではだ

めで、教育全体で、障害のある子どもを包含しないといけない。今日のシンポジウムの一番大き

な目的は、地域で生きる子ども全体を見るという、総合化へ向かう提言だったと思います。それ

は、すごく重要な視点で、ぜひ実現していただきたいところです。 

戦後の日本の教育の歴史を見たときに、この国が、例えば不登校が少なかった時代というのは

昭和 50 年代なんです。これはなぜそうなったかよく分かりませんけれども、私自身がいろいろ

調べてみると、例えば高等学校とか中学校で卒業しても、会社がその人の社会教育を担って、一

人前の職人なり労働者に、ちゃんと会社が育てていた時代ではないかということに気付きまし

た。その頃、実は進学率はフラットになるんです。つまり大学へ大学へと行かなくなる。その後

1980 年代バブルの後、日本は低成長時代になるのですけど、その後は大学進学率が上がって、

そして今、僕らが見ている子どもの世界になってしまったように思います。 
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 何が言いたいかというと、この国は、保育所の話もそうですし学校の話もそうですけれども、

総合的に子どもの施策を見るポジションが少なくなり、あまりにも専門性がオープン化しすぎ

て、総合的に見る人材を育成できなくなって、そして総合化というところに行き着けなくなった

のかなあと、そのような感じがしています。こういう会は、僕自身もいろんな所に関わっており

ますけれども、なかなかありません。そういう意味ではとても期待しております。感想にもなり

ませんでしたけれども、一応、私の話にさせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。柏女先生、非行の観点からはどうですか、総合的に見ていくという

点では。 

 

＜柏女霊峰＞ 

 今日は、いろいろな話を聞かせていただけました。今回のコンセプトの一つは、家族というか、

家庭を単位にした包括的なケアをどうするか。障害のある子がいる家庭もあれば、あるいは高齢

者と子どもがいる家庭もある中で、家庭を単位にした包括的なケアをどうしていくかっていう

ことが、すごく今、求められているのだろうなと。つまりファミリーソーシャルワーク的な、そ

ういうソーシャルワークをきちっと、ある意味ではそれを含みこんだコミュニティーソーシャ

ルワークのような、そういうことが必要なのだろうと思います。 

 もうひとつ。私は社会的養育ビジョンの制度化に関する専門委員会に関わっていますが、子ど

もと親を分離せずに、親子一緒にケアするような、そういうケアのあり方をきちっと考えること

も必要ではないかと思いました。それが包括的なケアにもなるし、それから負の世代間伝達を防

いでいくことにもなると。思春期の非行などを考えたときに、小野先生もおっしゃっていました

けど、思春期で困り感が出た後のケアが非常に弱いですよね。つまり、青年期から親になる準備

期、そして妊娠して子どもを産む、その間のきちっとした連続的なケアをどういうふうに包括的

に担保していくかっていうところ、そういう縦の切れ目のない支援、連続的ケアに配慮した政策

を考えていくこと、実践をしていくことが、より重要になってくると思いました。以上です。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 髙橋先生、最後に出た人材育成のことと、子ども達に対する教育のことについて、フィンラン

ドの例を教えてくださいますか。西牧先生が経済低成長と大学進学増という現象が出てきてか

ら日本はこうなってしまったんじゃないかとおっしゃっていましたが、フィンランドでは半分

ぐらいしか高校に進学しないんですよね。大人になり自立するための進路にも関わることだと

思います。それから、家族で治療するところがありますよね。先生は著書の中でもお書きになっ

ていますが、あらためて、人材育成、教育、ファミリー的な治療の 3 点についてお話をお願い

いたします。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 ネウボラとか。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 はい。なかなかそういう人が育たないと藤井さんからもありましたので。 

 

＜髙橋睦子先生＞ 

 人材育成はまさに日本の大きな課題だと思います。ソーシャルワーカーにせよ心理士にせよ

保健師にせよ職種は何であれ、人そのもの、そして人の暮らしや育ちを「支援」するという職種

が、社会的に高く評価されるかどうか日本では再考しなければならないことです。人が人らしく

暮らせるようサポートすることが、専門性をもって、それが専門家なのだというそういった認識

そのものが、まだまだ日本は希薄なようにも思えます。お金を出して人を雇ってやることなんだ

ろうかといったところから、そういう段階はとっくに過ぎているべきなのですが、そこの人材が

非常に手薄です。人材育成からしますと、人が専門家として育っていくには、組織でのスーパー

ビジョンであるとか、そういった後ろ盾ですよね、組織的にきっちりその人を育てるということ

がないと、バーンアウトで終わるか、転職してしまう。1 人で抱えてポシャるということがない

ようにすること、これはもう教育にせよ福祉にせよ、どんな領域でも大事なことだと思います。

ネウボラが元から今のような形になったわけではなくて、やはり試行錯誤をしながら今に至っ

ているということ、これが大事なポイントかなと思います。 

 もう一つは学校の問題というか、ある意味、若い子たちの自己肯定感というんですかね、日本

の場合確かに 90 パーセント以上の高校進学率ですが、一方、確かにフィンランドでいういわゆ

る高校、大学進学に向けて勉強していくコースに皆が皆行くわけではなく、「手に職」系、それ

もありなんだよということがあります。もちろん、かなり早い段階で人生の分かれ道をつくって

しまうことがいいか悪いか、それは別として、いずれにせよ、ルキオという高校に相当する進路

に行く子どもたちも、そうでない子どもたちも、それぞれの生き方を否定されないですね。いず

れにせよ自分の足で自分の道を歩くということが求められているということを、はっきりそれ

は小さいときから親もそれを理解し、そして周りも保育も含めてそれを支えます。 
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 最後にファミリーケア・ユニットですね。家族丸ごと治療というケースもあります。ただ受け

入れられる数は多くはありません。タンペレ大学病院の児童精神科のユニットにはあり、数は少

ないけれどもそれは同居している家族全員が 3 週間毎日そこに通うという外来です。一緒に暮

らしている家族全員がその外来で 1 日を過ごします。家族の関係性についてどこに問題がある

のか、自分たちの状態について家族ご本人たちが振り返りながら、改善できること、できないこ

とは何なのかを 3 週間かけて把握していきます。結局、家族分離になってしまうこともありま

すけれども、それはしかし、永遠の別れではないし、今ちょっとこのひとときは、一時期別れな

ければいけないけれども、恐らくまた違う展開、時間をおいて、時間をかけながらやっていこう

ねという流れになります。このファミリーユニットには、トップレベルの児童精神科医たちが関

わります。コスト面では高いのですが、しかしそれをやってるというのは、それだけ関係性をプ

ッツリと断ち切ることがいかに危ないかが分かっているからです。絶望に人を追いやってはい

けない、特に子どもたちにはそんなことをしてはいけない。どんなに困難な状況があってもそこ

で希望というものを持ち続ける、この課題は軽くはないですが、しかしそこに至る道が少々長く

ても、曲がりくねっていても、自分の中で腑に落ちる形で見つけ出せるようにと、そういう支え

方をするということだと思われます。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございます。とても参考になりました。はい、藤野先生、どうぞ。 

 

＜藤野興一＞ 

 髙橋先生が、赤ちゃんが主人公だと、赤ちゃんが一番偉いんだよっておっしゃった。常に議論

しなければならないのは、日本の制度に「子ども」がちゃんとそこにいるかどうかっていう、そ

こだと思うんですよね。要するに、子どもを中心にした制度であり、子どもを中心にした議論で

あり、あるいは子どもともちろん親も含めて考えられているのかどうか。僕はフィンランドの制

度がそのようになっているのだろうと思うし、日本もそういう制度を、子どもを中心にした制度

をつくってほしい、つくりたいというふうに思っています。以上です。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 はい。ありがとうございます。拍手が起こりました。先生、もしかしたらこの中で一番ご高齢

かもしれませんが、私たちへの力強いメッセージでした。 
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＜司会：北川聡子＞ 

 それではシンポジストの先生方からおまとめをいただき、最後に柏女先生から総括していた

だきましょう。村松先生から、何でも思ったことや言い残したことでもよろしいです。よろしく

お願いします。 

 

＜村松幹子＞ 

 今日はいろいろありがとうございました。私、よく保育士とか実習生とか中高校生とかが実習

に来たときにお話しするのは、「あなたが言われて嫌なことは言わないこと、あなたがされて嫌

なことはしないこと」。それが子どもという 1 人の人間をちゃんと尊重することにつながるし、

そのイメージさえできれば、人はみんな優しくなれるのかなと思います。私たち大人は子どもだ

った頃のことを忘れてしまっていて、あのときに嫌だったのに同じようなことを繰り返してし

まうこともあるのではないでしょうか。小さかった頃のことを大事にして育っていくっていう

ことはとても大事なことなのかなということを、今日お話を聞きながら思いました。どうもあり

がとうございました。 

 

＜藤井康弘＞ 

 どうもありがとうございました。私も随分勉強させていただきました。私も 1 年半ほど前ま

では厚生労働省でいろんな制度をつくったり変えたりすることに携わってきましたが、まだま

だ道半ばです。例えば子どもだけをとっても、横串を通したような、今日たくさん出てきたよう

ないろんなニーズに、総合的に包括的に柔軟に対応できるような制度って、一体どうしたらいい

んだろうなというのは、私も正直、まだまだ具体的なイメージがわくようなところまで行きませ

んし、恐らく多くの後輩もそうなんじゃないかというふうに思います。財源の問題とかいろんな

ことを含めて、また皆さんから、我々ももちろん含めてですが、現場のほうからも様々な発信を

続けていければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

＜米山明＞ 

 いろいろ勉強させていただいて、ありがとうございました。「医療的ケア児」というのは、う

ちのセンターの所長の北住が言い始めた言葉です。今、私も呼吸器の方から発達障害とか情緒の

方とか診ています。そういった中で、いろんな所に出向いて、本当に顔の見えるつながり、顔見

知りになるといいますか、そんなもっと強いつながりの形ができたらいいなということをつく

づく感じて、本当にいろいろ勉強させていただきました。これからもそういった仕組み作りと、

子どもたちを支えるような、本当に子どもは宝ですので、支えていきたいなと思います。ありが

とうございました。 

 

＜古家好恵＞ 

 今日は困難を抱えている麦の子のお母さんたちも、何人か来ています。やはり当事者であるお
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母さんたちと私たちは一緒に学んで、そしてこの国を少しでも絶望から希望に変わるような地

域支援ができるようなそういう所に変える、ほんの一滴の水になりたいなっていうふうに思い

ました。ありがとうございました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 では柏女先生、お願いします。 

 

＜柏女霊峰＞ 

 ありがとうございました。専門分化から統合へという流れは、福祉の分野ですでに始まってい

ます。高齢者、障害者、児童の分野をつなぐ仕組みをつくれないかという議論もありますし、子

どもの分野でも、市町村子ども家庭総合支援拠点ができたり、子育て世代包括支援センターがで

きたり、いわば包括的に地域の中でやっていこうということは出てはきているし、それから社会

的養育ビジョンでも、家庭養育を推進し、養育の地域化をしていくということが出てきてはいる

んだけれども、まだまだマクロレベル、メゾレベル、ミクロレベルのそれぞれの分野で、それが

うまく動いているとは言えない。例えば、先ほどの米山先生がおっしゃった医療的ケアをとって

も、医療的ケアについては、今、障害児福祉計画が今年の 3 月にも全ての市町村でできる。だ

けれども医療的ケア児の計画を見ていると、それが障害児支援の舞台だけでできているわけで

すね。例えば医療的ケアの子どもたちを保育所や幼稚園という特定教育・保育施設に行かせたい

と、親たちが希望しているかどうかという、その調査すら行われていない。私の地元ではそれを

やってみました。児童発達支援センターに来られている医療的ケア児とその保護者の中に、幼稚

園や保育所に行きたいと思っている子たちがいるかどうか、声を聞きにいったんですね。インタ

ビューをしました。そうすると 2 人上がってきた。そうすると、その 2 人をどうやってそこで

受け止めていくのかっていう計画を、子ども・子育て支援事業計画や障害児福祉計画でつくって

いくということが大事になります。計画が、今、別々になっているので、ここをつなぐために、

私たち一人ひとりに何ができるかっていうことを考えていくことがとても大事だと思いました。 

 教育と保育の話も、大事だと思います。実は教育の分野で行われている援助論としては、一つ

の鏡である幼稚園教育要領、それから福祉分野で保育分野での援助論の鏡の一つである保育所

保育指針、ここで援助に関する用語がどう使われているかっていうのを見てみると、非常に面白

い結果が出てきます。現保育所保育指針には、「指導」という言葉が一つもない。「援助」の用語

がつかわれているのです。幼稚園教育要領では、「指導」という言葉が使われている。それから、

保護者に気持ちや意向を「受け止める」という言葉は、幼稚園教育要領には一言もない。保育所

保育指針にはある。それから「集団」という言葉が、幼稚園教育要領にはたくさん出てくるけど

も、保育所保育指針にはほとんど出てこない。こういう援助観の違いというものがあって、それ

が今回の、新しく、この 4 月から施行される指針、要領を見ると、それが見事に一緒になって

いる。保育所保育指針にも「指導」が入ってくるし、「集団」も入ってくる。そんなふうに、援

助論の中で使われている用語そのものが、どういう背景を持っているのか、価値観を持っている
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のか、哲学を持っているのか、そういうものもしっかりと見ていかなければいけない。これはミ

クロレベルの話だと思いますが、メゾレベルやマクロレベル、ミクロレベルの全体にわたって統

合に向けて動いていかないと、全体は進んでいかないのかなと思いました。 

 それからもう一つ、この研究会で大事だったのは、実践と行政と研究、この三つのコラボとい

うのがとても興味深かったです。例えば、今日、研究者の佐藤さんと永野さんが調査結果を報告

してくれましたけれども、それを研究会の中で事前に報告したときには、「言葉分かんないよ」

と散々でした。つまり研究者の使っている言葉と、それから実践で使っている言葉と行政で使っ

ている言葉が、それぞれ違っているわけです。ある一つの言葉に乗っている背後の概念も、ある

いは思いも違う。これらが共有化されていかないと進んでいかないのではないかと思いました。

きょうの 2 人の報告は、身内ながら素晴らしかったと思っています。いろんなことを学ぶこと

ができた会だったと思います。この会をつくってくださった麦の子会の北川さんに、心より感謝

を申しあげたいと思います。皆さん、ありがとうございました。 

 

＜司会：北川聡子＞ 

 ありがとうございました。本当に支援の体制がバラバラでは子どもたちが育たないし、やっぱ

り子ども中心の社会をどうつくっていくかについては、古家先生がおっしゃるように「気がつい

たところ一歩から」みんなで少しずつ、ここで集まっている人たちが、そういう新しい発想を形

にしていくということがこれから大事なのだなと思いました。本当にこれからだと思います。シ

ンポジストの方々、本当にありがとうございました。 

それから、私は福祉の現場の人間なので、研究をすることの意義とその結果がもたらすものが

最初はよく分からなかったのですが、研究と実践が協力しあうとすごく進むんだなということ

が最後によく分かりました。佐藤先生、永野先生、本当にありがとうございました。柏女先生、

最後まで温かく支えていただきましてありがとうございました。そして高橋先生、ありがとうご

ざいました。不慣れな司会でしたけれども、これでシンポジウムを終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。 
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＜総合司会：光真坊浩史＞ 

 では最後に、ひまわり学園園長の湯淺が終わりのご挨拶を申しあげます。 

 

＜湯淺民子＞ 

 本日は今年度最後の連休初日でございましたが、このようにたくさんの皆さまがお集まりい

ただきまして、ありがとうございました。お陰を持ちまして、日本の子どもの未来を考える研究

会、第 2 回シンポジウムを、寒い中に関わらず、温かい熱気のこもったシンポジウムとして終

えることができました。 

子どもたちの今と未来の幸せを、誰もが願ってやまないのですが、先ほど来、出ましたように

制度上のさまざまなひずみや課題があり、うまく行っていない現状があります。 

私は流氷が浮かぶ海に面した地域で、戦後から続く児童福祉の法人に勤めております。途中か

ら障害児の施設も開始しましたが、そこの園長を務めております。 

思い返してみますと、かつては児童の福祉は、同じ制度、位置づけで運営されておりました。

その中ではお互いがよく見えましたし、どのような目的かも共有されておりました。 

昭和の後半から「療育」という言葉がでてきて、最初は医療や福祉などの専門機関の言葉だっ

たものが、北海道では平成になってから市町村でも取り上げられるようになり、私は感銘を受け

たものでございます。これで福祉の担い手が広がり、障害児を含めた子どもの福祉は充実してい

くに違いないと。 

しかしそれは分化の始まりでもありました。先ほど、米山先生が専門分化という言葉を使われ

ましたが、新しいものは別な制度となって発展して行き、協力よりは分断の方法に進んでいった

のです。いわゆる縦割りでお互いが見えづらくなり、容易に口出しができない状況を生み出した

のです。それは私が住んでいる人口２万余の町でも同様の状況となっています。 

特に障害児については、途中から児童福祉の多少から外され、障害児の虐待というのはたくさ

んあるにも拘わらず、社会的には抹殺されたに等しい状況を生み出しているのです。先ほど米山

先生が言われたとおり、毎年の統計の児童虐待数の中に実は障害児は含まれていなかったので

すが、やっと今年の 2 月から含まれるようになったということで、大きな進歩であると思いま

す。 

子どもは等しく子どもであり、同じく未来を生きる存在として大切にされなければならない。

そしてまた子育てをするご両親を社会全体で支えていかなければならないと思います。そのた

めにもバラバラになっている現状を整理して見直し、連携や統合など制度の組みなおしが必要

なのです。そのことを諦めることなく続けていかなければと思います。 

そのような趣旨のもとに立ち上げられたのが本研究会は、2 年にわたって活動を継続してき

ました。このような機会をつくってくださった日本財団様には、心から感謝申し上げます。北川

先生には、障害福祉、児童福祉、両方が見える立場から本研究会立上げの言い出しっぺとなり、

柏女先生の強力なリーダーシップのもとに活動を進められたことは本当に幸せであったと思い

ます。麦の子会の皆さまには、事務局として大変な裏方の業務を支えてくださいましたことに感

－ 154 －

第３章　シンポジウム概要　「終わりの挨拶」より



謝いたしたいと思います。それから調査にご協力くださった佐藤先生、永野先生にも、ありがと

うございました。 

ここで得た一体感を、それぞれ地域やそれぞれの現場、持ち場に持ち帰って、引き続き努力を

重ねていきたいものと念じます。本当に今日はありがとうございました。 

 

＜総合司会：光真坊浩史＞ 

 ただいまのご挨拶にもありましたが、この会は日本財団のサポートがなかったらできなかっ

た会でございます。もし日本財団の方いらっしゃいましたら、私たちにまた今後のエールも含め

て一言いただけるとありがたいなと思いますが、いらっしゃいますか。じゃあ、受け取ったとい

うことで。ありがとうございます。これをもちまして、第 2 回の日本の子どもの未来を考える

研究会『すべての子どもが日本の子どもとして大切に守られるために』、終了したいと思います。

遠方からも来ていただいた皆さんもいらっしゃると思います。本当にありがとうございました。

感謝申しあげます。 
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